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１ 計画策定の背景と趣旨 

わが国の高齢者人口（65歳以上の人口）は増加を続けており、令和２年の国勢調

査によると高齢化率は28.8％となっています。 

また、令和７年には団塊の世代が75歳以上、令和22年には団塊ジュニア世代が

65 歳以上となり、高齢者人口はピークを迎え、その後も、75 歳以上の人口割合に

ついては増加し続けることが予想されています。 

一方で、生産年齢人口は減少していくことが予想されます。このため地域ごとの中

長期的な人口動態や介護ニーズの見込等を踏まえて介護サービス基盤を整備すると

ともに、地域の実情に応じて、「地域包括ケアシステム」の深化・推進を図り、高齢

者が住み慣れた地域で、健やかに暮らせるまちづくりを推進していく必要があります。 

本村では、令和３年３月に策定した「東峰村高齢者福祉計画及び第８期介護保険事

業計画」（以下「第８期計画」という）において、基本理念である「高齢者の健康で

豊かな暮らしを共に創り 共に生きる 東峰村」の実現に向け、住民と地域の団体、

保健福祉の関係機関等との協働により、地域全体で高齢者を支える村づくりを進めて

きました。 

このたび計画期間が令和５年度に満了することから、国の動向や第８期計画の取り

組み状況等を踏まえ、令和６年度から令和８年度までの３年間を計画期間とする「東

峰村高齢者福祉計画及び第９期介護保険事業計画」（以下「本計画」という）を策定

します。 

【地域包括ケアシステム】 
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２ 計画の法的な位置づけ 

高齢者福祉計画は、高齢者の健康と福祉の増進を図るため、老人福祉法第20条の

８の規定に基づき策定する計画です。また、介護保険事業計画は、介護保険事業に係

るサービスの種類ごとの見込み量の確保や保険給付の円滑な実施を図るため、介護保

険法第117条の規定に基づき策定する計画です。 

高齢者福祉計画は介護保険事業計画と一体的な策定を行うこととされているため、

本計画では介護保険事業計画その他法律に規定する計画と調和のとれた計画の策定

を行います。 

【 計画の法的位置づけ 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間 

本計画は、令和６年度を初年度とする令和８年度までの３年間を計画期間とします。 

【 計画の期間 】 

 

 

 

 

 

 

  

⚫ 東峰村高齢者福祉計画 

高齢者施策全般に関わる理念や基本的な方針・・目標を定めた計画であり、

高齢者の福祉に関わる総合的な計画です。 

○ 介護保険事業計画＜福岡県介護保険広域連合策定＞ 

要支援・要介護高齢者及び要支援・要介護となる恐れのある高齢者

を対象とした、介護サービス等の実施計画 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
９年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

 
令和 
22 年度 

           

 

第８期計画 
第９期計画 

（本計画） 
第 10 期計画 

団塊世代 

が 75 歳 
団塊ジュニア 

世代が 65 歳 

令和 22 年度までの見通し 
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４ 計画の策定体制 

本計画の策定にあたり、高齢者の生活状況や福祉・介護に関する意識・実態を把握

するため、全ての高齢者を対象にアンケート調査を実施しました。 

また、これまでの施策や事業の取り組みについて内容や成果、課題を整理しました。 

これらを踏まえ、本村における高齢者を取り巻く課題や必要な施策等を検討し、計

画に反映しました。 

 

５ 日常生活圏域の設定 

日常生活圏域とは、「住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的要件、人口、

交通事情その他の社会的条件、介護給付等サービスを提供するための施設の整備状況、

その他の条件を総合的に勘案して定める区域」として、介護保険法第117条に規定

されています。 

本村の総人口は令和5年９月末現在で1,882人、中学校区１区という規模である

ことから、村全体を日常生活圏域とし、村民が住み慣れた地域で安心して暮らしを続

けることができるよう、様々な支援やサービス等の提供に努めます。 
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主要地方道八女香春線 

朝倉市へ 

嘉麻市へ 

日田市へ 

添田町へ 

主要地方道添田小石原線 

添田町へ 

添田町へ 

主要地方道八女香春線 

 

BRT 

第１章 高齢者を取り巻く現状 
 

１ 東峰村の概況 

（１）位置と地勢 

東峰村は、福岡県の中東部、大分県との県境に位置し、東は大分県日田市、西は、

朝倉市と、北は嘉麻市、添田町と隣接しています。平成17年３月に旧小石原村と

旧宝珠山村が合併し、村の総面積は51.9７㎢です。 

英彦山系に属する標高 700ｍ級の峰々に囲まれる本村は、標高 150ｍ～700

ｍと高低差が大きく、急峻な斜面や盆地を持つ地形です。また、村の土地面積のお

よそ85％が山林と原野で占められ、耕地は６％ほどで、筑後川上流の大肥川や支

流の宝珠山川沿いに棚田を形成しています。 

年間降水量は、1,800ｍｍ～2,700ｍｍと山間部では特に雨量が多く、年間平

均気温は、13℃～15℃の準高冷地の気候を示しています。 

交通体系は、国道 211 号が宝珠山地区から小石原地区を縦断して南北に走り、

小石原上町で東西に走る国道500号と交差しています。また、令和５年には平成

29 年７月の九州北部豪雨により被災した日田彦山線添田駅～夜明・日田駅間に、

ＢRT（バス高速輸送システム）が整備され、本村を中継して添田町方面や日田市

方面に伸びる交通網が整備されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 位置及び地区区分 
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（２）村の変遷 

明治22年の市町村制導入により、上座郡の小石原村と鼓村が小石原村に、宝珠

山村と福井村が宝珠山村にそれぞれ合併しました。 

宝珠山地区では、明治37年、明治40年に炭坑が開かれ、明治45年に朝倉炭

田宝珠山炭坑と改称され石炭採掘でにぎわいました。また小石原地区でも、昭和15

年に小石原炭坑が開坑しています。炭鉱開発に伴う石炭産業の繁栄によって、村の

人口は増加し、昭和25年頃に１万人近くに達しました。 

石炭運搬のため戦前から計画されていた日田彦山線が昭和 31 年に開通しまし

たが、エネルギー革命の影響により石炭産業が衰退し、昭和38年に宝珠山炭坑が

閉山されると、急激な人口減少がみられました。現在の人口はピーク時の３分の１

ほどとなっています。 

このような経緯の中で、平成17年３月28日に、旧小石原村と旧宝珠山村が合

併し、東峰村が誕生しました。また、平成14年に結成されたＪＲ日田彦山線沿線

の自治体でつくる日田彦山線活性化推進沿線自治体連絡会のもとで沿線の市町村

と連携した地域活性化事業に力を入れてきました。 

しかし、平成29年７月九州北部豪雨災害では、住宅、インフラ、産業等の広範

囲にわたり、甚大な被害を受けました。復旧がようやく終わりに近づいた状況の中、

令和５年７月豪雨で再び甚大な被害が発生しました。 

こうした状況の中、東峰村が再び安全に安心して暮らせる地域になるよう、行政、

各種団体や関係者、住民等がともに復旧・復興に向けて取り組んでいます。 

 

（３）産業 

本村の産業別就業者数は、第１次産業及び第２次産業の就業人口構成比が比較的

高く、とりわけ、製造業に代表される第２次産業の生産額及び就業者数が多いのが

特徴です。小石原地区には、小石原焼（陶器）の窯元が多くあり、窯業が盛んな地

域であることが、第２次産業の生産額、就業者数の構成比の高さの要因となってい

ます。 

また、陶器を販売する小売業者も複数存在し、第２次産業と第３次産業が相互に

関連して村の産業を支えています。 

さらに、山村の特産品として柚子胡椒や椎茸の生産・販売も盛んであり、季節の

イベントや観光ＰＲのガイドマップの作成等、観光の振興に取り組んでいます。一

方、農業生産においては、農林業従事者の高齢化・後継者不足等が課題となってい

ます。  
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２ 高齢者の実態把握 

（１）高齢者人口の推移 

１）人口の推移 

本村の総人口は、年々減少傾向にあり、平成30年から令和5年にかけて259

人減少しています。 

65歳以上（高齢者）人口は、平成30年以降、増減を繰り返しながら緩やか

な減少傾向にあり、令和５年は876人となっています。 

しかし、総人口の減少に伴い、高齢化率（高齢者の割合）は年々増加しており、

令和5年では46.5％となっています。内訳をみると、65～74歳人口（前期高

齢者）は増加傾向、75 歳以上人口（後期高齢者）は減少傾向となっています。 

■ 人口及び高齢化率の推移 

 
 

■ 年齢階層別人口及び高齢化率の推移 
 

  

2,141 2,092
2,032 2,010 1,957 1,882

905 905 895 911 898 876

42.3 43.3 44.0 45.3 45.9 46.5

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

総人口 65歳以上（高齢者）人口 高齢化率
（人） （％）

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

2,141 2,092 2,032 2,010 1,957 1,882

593 568 552 542 526 496

643 619 585 557 533 510

905 905 895 911 898 876

65～74歳人口 353 372 387 418 411 411

75歳以上人口 552 533 508 493 487 465

42.3% 43.3% 44.0% 45.3% 45.9% 46.5%

65～74歳人口 16.5% 17.8% 19.0% 20.8% 21.0% 21.8%

75歳以上人口 25.8% 25.5% 25.0% 24.5% 24.9% 24.7%

65歳以上（高齢者）人口

総人口

40歳未満人口

40～64歳人口

高齢化率

資料：住民基本台帳（各年９月末現在） 

単位：人 
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２）高齢化率の推移 

本村の高齢化率は令和５年で46.5％となっており、村の人口の約２人に１人

が高齢者となっています。また、福岡県平均よりも18.5 ポイント、全国平均よ

りも17.4 ポイント高く、その差は年々大きくなっており、高齢化がより深刻化

している状況です。 
 

■ 高齢化率の推移の比較 

 

 

３）高齢化の将来推計 

本村の高齢者人口は、令和５年以降、減少すると見込まれますが、総人口の減

少に伴い、高齢化率は横ばいで推移することが見込まれます。 

また、75歳以上人口（後期高齢者）が占める割合は、年々増加すると見込ま

れ、令和８年には26％を超えることが推測されます。 
 

■ 高齢者人口及び高齢化率の将来推計 

 
 

42.3 43.3 44.0 
45.3 45.9 46.5 

27.6 27.9 27.9 28.2 28.3 28.0 

28.1 28.4 28.8 28.9 29.0 29.1 

18.0

28.0

38.0

48.0

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

東峰村 福岡県 全国
（％）

418

(20.8%)

411

(21.0%)

411

(21.8%)

401

(21.7%)

386

(21.2%)

379

(21.0%)

363

(20.6%)

357

(20.4%)

493

(24.5%)

487

(24.9%)

465

(24.7%)

465

(25.1%)

467

(25.6%)

474

(26.3%)

467

(26.4%)

465

(26.6%)

911 898 876 866 853 853 830 822

45.3 45.9 46.5 46.8 46.8 47.3 47.0 46.9 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

0

200

400

600

800

1,000

令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和9年 令和10年

65～74歳人口 75歳以上人口 高齢化率
（人）

（％）

資料：内閣府 高齢社会白書（各年９月末現在） 

資料：実績値／住民基本台帳（各年９月末現在） 

推計値／福岡県介護保険広域連合による推計 

推計 実績 
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資料：住民基本台帳（各年９月末現在） 

単位：世帯、人 

資料：国勢調査 

単位：世帯 

（２）高齢者世帯の状況 

１）世帯数及び世帯人数の推移 

本村における令和５年の総世帯数は809世帯、また、一世帯あたりの世帯人

数は2.33人となっています。総世帯数、世帯人数ともに、平成30年以降、減

少傾向となっています。 

■ 総世帯数・総人口・一世帯あたりの人数の推移 

 
 

２）高齢者世帯の推移 

本村の高齢者のいる世帯総数は減少傾向にあり、令和２年では531世帯、総

世帯に占める割合は76.5％となっています。一方で高齢者夫婦世帯は、平成17

年から令和 2 年にかけて 23 世帯増加しています。また、令和２年のひとり暮

らし高齢者世帯と高齢者夫婦世帯を合わせた“高齢者のみの世帯”は258世帯、

高齢者のいる世帯総数に占める割合は48.6％となっています。 

■ 高齢者世帯の推移 

  

■ 高齢者世帯の内訳 

  

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

867 870 852 844 833 809

2,141 2,092 2,032 2,010 1,957 1,882

2.47 2.40 2.38 2.38 2.35 2.33世帯人数

総世帯数

総人口

387 329 297 273

103
126

117 126

125
111

125 132

74.4 71.2 72.8 
76.5 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

0

200

400

600

800

1,000

平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

ひとり暮らし高齢者世帯

高齢者夫婦世帯

その他高齢者のいる世帯

高齢者のいる世帯の割合

（世帯） （％）

平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

827 795 740 694

615 566 539 531

74.4% 71.2% 72.8% 76.5%

ひとり暮らし高齢者世帯 125 111 125 132
（高齢者のいる世帯総数に占める割合） 20.3% 19.6% 23.2% 24.9%

高齢者夫婦世帯 103 126 117 126
（高齢者のいる世帯総数に占める割合） 16.7% 22.3% 21.7% 23.7%

その他高齢者のいる世帯 387 329 297 273
（高齢者のいる世帯総数に占める割合） 62.9% 58.1% 55.1% 51.4%

一般世帯数

高齢者のいる世帯総数
（総世帯に占める割合）
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非該当 総合事業 

要支援状態 

要支援１ 

要支援２ 

要介護状態 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

 

（３）要支援・要介護認定者の状況 

１）介護状態等の区分 

要支援・要介護状態には７段階の区分が定められています。 

状態区分には、高齢者本人やその家族等による申請があった上で、認定調査員

による訪問調査及び主治医意見書に基づく１次判定を行います。 

さらに、保健・医療・福祉の専門家により構成される介護認定審査会により、

１次判定結果と医師の意見書をもとに、介護の必要性及び要介護度を判断します。 

なお、介護認定に非該当となった場合、介護予防・日常生活支援総合事業（総

合事業）の対象となります。 

 

■ 介護状態等の区分 

 

 

 

 

  

自立生活に必要な介護予防や生
活支援のためのサービスです。 

総合事業の 
対象 

身体的・精神的機能の維持 ・向 
を図り、介護が必要な状態にな
ることを予防するサービスで
す。 

予防給付の 
対象 

常時介護状態の軽減若しくは重
度化防止中心のサービスです。 

介護給付の 
対象 
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35 40 36 33 27
15
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22 21 20
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49 36 38
31

34

26

18 22 23
31

26

25

29 25 30 35
33

26

34 34 30 20
20

28

29 27 20
21

28

27

212
206

198
191

186

166

23.4 22.8 
22.1 

21.0 20.7 

18.9 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0

50

100

150

200

250

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

要支援2

要支援1

要介護等認定率

（人） （％）

35 40 36 33 27
15

18
22 21 20

18
19

49 36 38
31

34

26

18 22 23
31

26

25

29 25 30 35
33

26

34 34 30 20
20

28

29 27 20
21

28

27

212
206

198
191

186

166

23.4 22.8 
22.1 

21.0 20.7 

18.9 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0

50

100

150

200

250

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

要支援2

要支援1

要介護等認定率

（人） （％）

２）要支援・要介護認定者数の推移 

要支援・要介護認定者数及び要介護等認定率（高齢者人口に占める認定者の割

合）は、年々減少しており、令和5年では166人、要介護等認定率は18.9％

となっています。 

令和 5年の介護度別認定者数は、要介護 4が 28 人と最も多く、次いで要介

護５が27人となっています。 
 

■ 要支援・要介護認定者数及び認定率の推移 

 

 

■ 要支援・要介護認定者数及び認定率の推移 

 

 

  

35 40 36 33 27
15

18
22 21 20

18
19

49 36 38
31

34

26

18 22 23
31

26

25

29 25 30 35
33

26

34 34 30 20
20

28

29 27 20
21

28

27

212
206

198
191

186

166

23.4 22.8 
22.1 

21.0 20.7 

18.9 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0

50

100

150

200

250

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

要支援2

要支援1

要介護等認定率

（人） （％）

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

905 905 895 911 898 876

35 40 36 33 27 15

要支援2 18 22 21 20 18 19

53 62 57 53 45 34

要介護1 49 36 38 31 34 26

要介護2 18 22 23 31 26 25

要介護3 29 25 30 35 33 26

要介護4 34 34 30 20 20 28

要介護5 29 27 20 21 28 27

159 144 141 138 141 132

212 206 198 191 186 166

23.4% 22.8% 22.1% 21.0% 20.7% 18.9%要介護等認定率

高齢者人口（第１号被保険者）

要支援1

要支援認定者計

要介護認定者計

要支援・要介護認定者総数

資料：福岡県介護保険広域連合（各年９月末現在） 

注：要介護等認定率は、東峰村の全高齢者数の中で、認定を受けている人の割合 

単位：人 
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推計 実績 

単位：人 

資料：福岡県介護保険広域連合による実績と推計 

３）要支援・要介護認定者数の将来推計 

福岡県介護保険広域連合による推計では、本村の要支援・要介護認定者数及び

要介護等認定率は、令和６年から令和８年にかけて横ばいの傾向が続くことが見

込まれています。その後、団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる令和 22 年に

は、要支援・要介護認定者総数・（136人）、要介護等認定率・（16.5％）ともに減

少すると見込まれています。 

■ 要支援・要介護認定者数及び認定率の推移 

 

 

 

■ 要支援・要介護認定者数及び認定率の推移 

  

15 14 14 15 15

19 17 17 17 17

26 25 23 22 20

25
24 24 24 22

26
26 27 26

22

28
27 28 27

20

27
26 26 25

20

166
159 159 156

136

18.9 18.4 18.6 18.3 

16.5 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

0

50

100

150

200

令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和22年

要支援・要介護

認定者総数
要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

要支援2

要支援1

要介護等認定率

（人） （％）

令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和22年

876 866 853 853 822

15 14 14 15 15

要支援2 19 17 17 17 17

34 31 31 32 32

要介護1 26 25 23 22 20

要介護2 25 24 24 24 22

要介護3 26 26 27 26 22

要介護4 28 27 28 27 20

要介護5 27 26 26 25 20

132 128 128 124 104

166 159 159 156 136

18.9% 18.4% 18.6% 18.3% 16.5%要介護等認定率

高齢者人口（第１号被保険者）

要支援1

要支援認定者計

要介護認定者計

要支援・要介護認定者総数
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29 25 30 35
33

26

34 34 30 20
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22.1 

21.0 20.7 

18.9 

0.0
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0
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平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

要支援2

要支援1

要介護等認定率

（人） （％）

35 40 36 33 27
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49 36 38
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平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

要支援2

要支援1

要介護等認定率

（人） （％）

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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３ アンケート調査による実態把握 

（１）高齢者福祉に関するアンケート調査 

１）調査の概要 

高齢者の生活の状況や健康状態、介護・福祉サービスに対するニーズを把握す

ることを目的として、アンケート調査を実施しました。 

調査対象者は、村内で暮らす満 65 歳以上の村民 853 人、回収数は 349 件

（回収率40.9％）となりました。以下の内容は、調査結果を抜粋したものです。 

 

２）調査結果 

① 回答者の基本属性 

ア） 回答者の年齢 

・回答者の年齢は、全体では「70～74 歳」の割合が 24.9％と最も高く、

次いで「65～69 歳」（23.5％）、「85 歳以上」（17.8％）と続きます。

65～74 歳を合わせた『前期高齢者』が 48.4％、75 歳以上の『後期高

齢者』が49.9％となっています。 

・性別にみると、男性は『前期高齢者』が 55.2％、女性は『後期高齢者』

が55.8％とそれぞれ高くなっています。 

■ 回答者の年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ） 家族構成 

・回答者の家族構成は、「65歳以上の夫婦２人暮らし」が30.4％と最も高

く、次いで「二世代世帯（親と子）」（28.7％）、「ひとり暮らし」（18.3％）

の順に続きます。 

・年齢別にみると、「ひとり暮らし」の割合が、75歳以上で22.4％と高く

なっています。  

23.5

28.3

20.1

24.9

26.9

24.1

16.3

17.9

15.6

15.8

13.1

18.1

17.8

12.4

22.1

1.7

1.4

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高齢者全体

(N=349)

男性

(n=145)

女性

(n=199)

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上 無回答無回答
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■ 家族構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 健康状態や生活状況 

ア） 健康状態 

・健康状態について、全体では「まあよい」が 73.1％と最も高く、これに

「とてもよい」（7.2％）を合わせた80.3％が『健康状態はよい』と回答

しています。一方、「あまりよくない」（15.8％）と「よくない」（2.9％）

を合わせた『健康状態はよくない』という割合は18.7％となっています。 

・年齢別にみると、『健康状態はよい』という割合は、65～74歳では85.2％

に対して、75 歳以上では 76.5％と低くなっており、健康上の問題で日

常生活が制限されることなく生活できる期間（健康寿命）を伸ばす取り組

みが重要です。 

■ 健康状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18.3

14.8

22.4

30.4

38.5

23.0

6.0

10.1

1.7

1.1

0.6

1.7

28.7

24.3

33.9

9.2

7.1

10.9

3.7

3.0

4.6

2.6

1.8

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高齢者全体

(N=349)

65～74歳

(n=169)

75歳以上

(n=174)

ひとり暮らし 65歳以上の夫婦2人暮らし

夫婦のどちらかが65歳以上の2人暮らし 夫婦ともに65歳未満の2人暮らし

二世代世帯(親と子) 三世代世帯(親、子、孫)

その他 無回答無回答

7.2

7.1

7.5

73.1

78.1

69.0

15.8

11.8

20.1

2.9

2.4

3.4

1.1

0.6

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高齢者全体

(N=349)

65～74歳

(n=169)

75歳以上

(n=174)

とてもよい まあよい あまりよくない よくない 無回答無回答
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イ） 運動を行う頻度 

・運動を行う頻度について、全体では「ほとんど運動しない」が 31.5％と

最も高く、次いで「ほとんど毎日」（26.4％）、「週に３～４回程度」（16.0％）

の順に続きます。 

・健康状態別にみると、『健康状態はよくない』と回答した人では、「ほとん

ど運動しない」という割合が41.5％と高く、『健康状態はよい』と回答し

た人より運動する機会が少ない傾向がみられます。 

■ 運動を行う頻度 

 
 

 

ウ） 健康を維持するために、行っていることや心がけていること 

・全体では「定期的にかかりつけ医の治療を受けている」が 68.2％と最も

高く、次いで「休養や睡眠を十分にとるようにしている」（48.1％）、「規

則正しい生活を心がけている」（46.1％）の順に続きます。 

・健康状態別にみると、・『健康状態はよくない』と回答した人は、『健康状態

はよい』と回答した人より「休養や睡眠を十分にとるようにしている」「規

則正しい生活を心がけている」「生きがいや趣味を持っている」という割

合が15ポイント以上低くなっており、高齢者の心身と心の健康維持・向

上に関する普及啓発が必要です。 

  

26.4

30.0

12.3

16.0

15.7

16.9

14.9

15.0

15.4

7.7

6.8

12.3

31.5

29.6

41.5

3.4

2.9

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高齢者全体(N=349)

健康状態はよい

(n=280)

健康状態はよくない

(n=65)

ほとんど毎日 週に3～4回程度 週に1～2回程度

月に1～2回程度 ほとんど運動しない 無回答無回答
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■ 健康を維持するために、行っていることや心がけていること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ） 共食の機会 

・誰かと一緒に食事をする機会の程度について、「年に何度かある」と「ほと

んどない」を合わせた『共食の機会は少ない』という割合が 13.8％とな

っています。 

・・『共食の機会は少ない』という割合を属性別にみると、75 歳以上では

15.5％、ひとり暮らしでは41.9％となっています。孤食（一人での食事）

が続くと、栄養バランスの偏りや、食事量の低下による体重の減少や体力・

免疫力の低下等を招き、結果的に介護が必要な状態になるリスクが高まり

ます。家族や友人、近隣の人たちと共食する機会をつくることが必要です。 

■ 共食の機会 

  

65.3

73.4

58.6

4.8

5.7

4.1

7.5

14.5

13.2

8.9

17.2

41.9

9.5

9.5

9.8

27.4

4.3

3.0

5.7

14.5

2.0

1.2

1.1

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高齢者全体

(N=349)

65～74歳

(n=169)

75歳以上

(n=174)

ひとり暮らし

(n=64)

毎日ある 週に何度かある 月に何度かある

年に何度かある ほとんどない 無回答無回答

68.2

48.1

46.1

23.2

27.8

42.1

41.3

41.5

25.5

65.4

51.4

48.9

25.7

30.7

43.2

43.6

43.2

24.6

80.0

33.8

33.8

12.3

15.4

36.9

30.8

32.3

27.7

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

定期的にかかりつけ医の治療を受けている

休養や睡眠を十分にとるようにしている

規則正しい生活を心がけている

ウォーキングやラジオ体操などをしている

生きがいや趣味を持っている

健康診断やがん検診を定期的に受けている

食事の栄養バランスに気をつけている

なるべく明るく前向きな気持ちを保っている

健康に関する情報を新聞やテレビなどで入手している

高齢者全体

(N=349)

健康状態はよい

(n=280)

健康状態はよくない

(n=65)
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オ） 介護の必要性 

・介護を「受けている」という割合は、令和２年度の調査結果では8.1％で

したが、令和５年度では6.9％と 1.2 ポイント減少しています。 

・年齢別にみると、65～79歳は「受けている」という割合は全体の割合を

下回っていますが、80歳以上になると上回っています。 

■ 介護の必要性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.1

6.9

2.4

2.3

3.5

9.1

21.0

82.7

88.0

96.3

93.1

86.0

85.5

74.2

9.2

5.2

1.2

4.6

10.5

5.5

4.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高齢者全体(R2)

(N=520)

高齢者全体(R5)

(N=349)

65～69歳

(n=82)

70～74歳

(n=87)

75～79歳

(n=57)

80～84歳

(n=55)

85歳以上

(n=62)

受けている 受けていない 無回答無回答
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③ 不安や困りごと、必要な支援 

ア） 現在の不安や困りごと 

・・「特に不安や困りごとはない」と回答した人が 33.8％となっており、約

65％の人が何らかの不安や困りごとを抱えています。不安や困りごとが

ある人では「年金や貯金、生活費など経済的なこと」が 20.3％と最も高

く、次いで「もの忘れが多くなり、認知症が進んでしまうこと」（16.3％）

の順に続きます。 

■ 現在の不安や困りごと 

 

イ） 相談先の認知状況 

・住民の様々な相談相手となる東峰村地域包括支援センターや民生委員・児

童委員、集落支援員の認知状況を尋ねました。「知っている」という割合

は、東峰村地域包括支援センターが40.7％、民生委員・児童委員が55.0％、

集落支援員が 47.0％となっています。高齢者やその家族の生活を包括的

に支援する東峰村地域包括支援センターの認知度を高める周知啓発が必

要です。 

■ 相談先の認知状況 

  

33.8

20.3

16.3

15.8

13.2

13.2

12.9

9.2

8.3

6.9

6.6

3.4

3.2

4.0

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

特に不安や困りごとはない

年金や貯金、生活費など経済的なこと

もの忘れが多くなり、認知症が進んでしまうこと

自分自身の病気や障がいなどにより、健康状態が良くないこと

自分が運転する車や公共交通機関を利用など、外出や移動に関すること

亡くなった後の手続きや財産処分に関すること

住んでいる自宅の老朽化や庭の手入れに関すること

家族の病気や障がい、身体の具合が悪いこと

食事の調理や買い物、掃除などの家事に関すること

ひとり暮らしの生活による孤独感を感じること

高齢者を狙った詐欺や悪質な訪問販売などの犯罪に巻き込まれること

災害や火事などが起きた場合、助けてくれる人がいないこと

家族や親族、友人・知人、近隣住民などの人間関係

心配ごとがある時に相談相手がいないこと

高齢者全体

(N=349)

40.7

55.0

47.0

33.5

16.6

12.6

20.9

24.4

34.1

4.9

4.0

6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

東峰村地域包括支援センター

民生委員・児童委員

集落支援員

知っている 名前は知っている 知らない 無回答無回答

高齢者全体(N=349)
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ウ） 必要な見守りや話し相手 

・現在ひとり暮らし、または、将来ひとり暮らしになった場合、どのような

見守りや話し相手が必要と思うか尋ねたところ、高齢者全体では・「近所の

人や地区で担当を決めて、見守りが必要な人を訪問して声をかけてくれる」

が 27.8％と最も高く、次いで「民生委員が訪問して声をかけてくれる」

（27.5％）、「特に必要はない」（14.6％）の順に続きます。 

・現在の家族構成別にみると、ひとり暮らしでは・「民生委員が訪問して声を

かけてくれる」が 32.8％と高い傾向にあることから、民生委員による見

守り・訪問活動や地域からの声かけ等を必要としている人も多いことが読

み取れます。このため、民生委員の活動を支援していくとともに、高齢者

のみで暮らす世帯等への近隣住民による声かけや見守りを推進していく

ことも大切です。 

■ 必要な見守りや話し相手 

 

 

エ） となり近所で困っている人や世帯にできる手助け 

・・「ゴミ出し」が 32.1％と最も高く、次いで「村役場などへの届出や連絡」

（27.2％）、「地域における見守り活動」（23.2％）の順に続きます。地域

の中で支援が必要な高齢者の生活を支えていくため、行政による公的なサ

ービスを充実させるとともに、住民同士の支え合いや助け合いを促進して

いくことも重要です。 

  

12.6

10.9

13.7

12.4

27.5

32.8

29.8

22.1

27.8

25.0

26.0

31.0

4.6

4.7

3.8

5.5

14.6

18.8

13.7

13.8

12.9

7.8

13.0

15.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高齢者全体

(N=349)

ひとり暮らし

(n=64)

夫婦2人暮らし

(n=131)

その他家族等と同居

(n=145)

民生委員やボランティアから定期的に電話をかけてくれる

民生委員が訪問して声をかけてくれる

近所の人や地区で担当を決めて、見守りが必要な人を訪問して声をかけてくれる

その他

特に必要はない

無回答無回答
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■ となり近所で困っている人や世帯にできる手助け 

 

 

④ 介護・医療・認知症 

ア） 希望する介護形態 

・自身が介護を必要とする状態になった場合、もしくは、現在の介護状態が

重度化した場合、どのような介護を受けたいか尋ねたところ、「介護保険

施設・グループホーム・有料老人ホームなどに入所したい」が 28.9％と

最も高く、次いで「自宅で、家族の介護を受けながら、介護サービスを利

用したい」（26.4％）と続きます。令和２年度と比べると、・「自宅で、家族

の介護を受けながら、介護サービスを利用したい」が増加しています。 

■ 希望する介護形態 

 
 

32.1

27.2

23.2

21.2

17.8

17.8

9.2

8.0

4.0

3.4

3.4

2.6

1.4

21.5

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

ゴミ出し

村役場などへの届出や連絡

地域における見守り活動

心配事などの相談相手

買い物・食事の世話

外出時の車等による送迎

近所の人が急病になった時の看病や世話

掃除・洗濯

その他

外出時の子どもの世話

薬の管理

外出時の要介護者の世話

日常の金銭管理

特にない

高齢者全体

(N=349)

3.5

7.3

8.8

23.8

29.4

7.9

0.8

6.7

11.7

2.6

5.4

6.6

26.4

28.9

9.2

0.6

9.7

10.6

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

誰の介護も受けずに生活したい

自宅で、家族だけの介護を受けたい

自宅で、介護サービスだけを利用したい

自宅で、家族の介護を受けながら、

介護サービスを利用したい

介護保険施設・グループホーム・有料老人ホームなど

に入所したい

病院などの医療機関に入院して介護を受けたい

その他

わからない

無回答

高齢者全体(R2)

(N=520)

高齢者全体(R5)

(N=349)

施
設
希
望

自
宅
希
望



第１部 総論 

第１章 高齢者を取り巻く現状 

22 

イ） 在宅医療の希望 

・全体では「在宅医療を希望しない」が 32.1％と最も高く、次いで「わか

らない」（22.9％）、「在宅医療を希望するが、急変時などの対応に不安が

ある」（22.3％）となっています。 

・前述した希望する介護形態のうち、自宅介護希望者では、「在宅医療を希

望する」と「在宅医療を希望するが、急変時などの対応に不安がある」を

合わせた『在宅医療を希望する』が54.6％（全体は38.1％）と高く、医

療と介護の両方のニーズをもつ高齢者に対応できる体制の構築や在宅医

療に関する知識の普及が必要です。 

■ 在宅医療の希望 

 

 

ウ） 認知症の予防 

・認知症の予防に対する考え方について、「自宅でもできる簡単な予防活動

があれば取り組みたい」が 64.8％と最も高くなっています。一方で「予

防活動に取り組む必要性を感じない」という割合は6.0％と低く、多くの

人が認知症予防に関心があることがうかがえます。 

■ 認知症の予防 

 

19.4

15.8

23.8

23.3

22.3

30.8

34.2

32.1

21.7

16.9

22.9

16.8

6.2

6.9

7.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高齢者全体(R2)

(N=520)

高齢者全体(R5)

(N=349)

自宅介護希望者

(n=143)

在宅医療を希望する

在宅医療を希望するが、急変時などの対応に不安がある

在宅医療を希望しない

わからない

無回答無回答

64.8

45.6

30.7

4.0

6.0

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

自宅でもできる簡単な予防活動が

あれば取り組みたい

認知症を早期に発見できるテスト等が

あれば受けてみたい

近くの公民館等で予防活動を

行っていれば参加したい

その他

予防活動に取り組む必要性を感じない

高齢者全体

(N=349)
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⑤ 災害時の対策について 

ア） 地震や水害等の災害に対して、不安や心配なこと 

・・「家族・親族との連絡」が60.2％と最も高く、次いで「避難生活」（41.0％）、

「住居の倒壊や破損、盗難」（36.1％）の順に続きます。 

■ 地震や水害等の災害に対して、不安や心配なこと 

 

 

イ） 災害に備えて、行政や地区で力を入れる必要があると思うこと 

・・「避難支援体制や情報伝達網の確立」が55.0％と最も高く、次いで「避難

場所の安全性確保や食料・毛布等の備蓄」（51.0％）、「防災用品や保存食

などの自主備蓄」（41.5％）の順に続きます。 

■ 災害に備えて、行政や地区で力を入れる必要があると思うこと 

 

 

  

60.2

41.0

36.1

35.5

21.8

18.9

18.6

17.5

14.6

13.2

7.7

1.4

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

家族・親族との連絡

避難生活

住居の倒壊や破損、盗難

正確な情報の入手

医療機関、診療、薬の入手

救助・避難誘導

精神的なストレス

避難場所、避難経路

自分や家族の歩行に不安がある

生活物資、高齢者向けの物資の不足

特に不安や心配ごとはない

その他

高齢者全体

(N=349)

55.0

51.0

41.5

41.0

30.7

6.0

2.3

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

避難支援体制や情報伝達網の確立

避難場所の安全性確保や食料・毛布等の備蓄

防災用品や保存食などの自主備蓄

自力で避難することが困難な人の把握

防災訓練・避難訓練・救護訓練の実施

わからない

その他

高齢者全体

(N=349)
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⑥ 村の高齢者福祉施策 

ア） 高齢者福祉サービスの認知状況と利用意向 

・在宅生活を支援するため村が行う、高齢者福祉サービスの認知状況と今後

の利用意向ともに、【①高齢者外出支援タクシー券】が最も高く、次いで

【⑥配食サービス】の順に続きます。 

・在宅で生活する寝たきり等の高齢者に対し経済的支援を行う【③在宅介護

支援事業】や【④在宅ねたきり老人等介護手当支給】については、「知って

いる」という割合に比べて「利用したい」という割合が10ポイント以上

高くなっています。在宅介護の負担を軽減し、住み慣れた自宅で、できる

限り生活を送り続けることができるよう、事業の周知と利用促進が必要で

す。 

■ 高齢者福祉サービスの認知状況と利用意向 

 

 

  

78.8

46.1

26.6

8.6

38.1

50.1

48.4

19.5

17.2

69.9

37.0

38.1

26.1

34.4

47.6

22.9

27.5

23.2

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

➀高齢者外出支援タクシー券

②緊急通報装置の貸与

③在宅介護支援事業

④在宅ねたきり老人等介護手当支給

⑤寝具類等洗濯乾燥消毒サービス

⑥配食サービス

⑦いきいきサロン事業

⑧高齢者シニアカー及び電動アシスト自転車

購入費用助成事業

⑨西鉄路線バス特別定期券購入費用

知っている

利用したい

高齢者全体(N=349)
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イ） 高齢者の地域での生活を充実させるために必要な村の取り組み 

・・「ひとり暮らしや高齢者のみで暮らす世帯の見守り活動や生活支援」が

51.0％と最も高く、次いで「日常の買い物や外出、病院への付き添いなど

を手伝ってくれる地域のボランティア」（36.7％）の順に続きます。 

・令和２年度の調査結果と比べると、触れ合いや交流、健康教室等は減少し、

見守りやボランティア、施設整備に関する割合が高くなっています。 

■ 高齢者の地域での生活を充実させるために必要な村の取り組み 

 

 

  

49.4

37.5

35.4

30.8

17.3

9.0

5.0

4.8

1.2

10.0

51.0

27.2

5.4

16.9

36.7

3.4

9.7

36.1

2.6

10.6

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

ひとり暮らしや高齢者のみで暮らす世帯の

見守り活動や生活支援

日中に近所の人たちとおしゃべりなどして

過ごせるふれあいの場づくり

食事の改善やお口の中の環境改善に向けた教室

ストレッチ体操を中心とした、身体の状態を

維持・向上できる教室

日常の買い物や外出、病院への付き添いなどを

手伝ってくれる地域のボランティア

若い世代との交流の場づくり

(村内での学校行事、祭りなど)

息抜きできる場や家族介護者同士の交流の場

地域に根差した施設(特別養護老人ホーム、

グループホーム)などの整備

その他

特に何かしてほしいと思わない

高齢者全体(R2)

(N=520)
高齢者全体(R5)

(N=349)
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3.7 11.8

37.3

31.7

0.6

20.5

34.8

42.9

0%

20%

40%

60%

生活機能

全般

運動器

転倒

閉じ

こもり傾向

低栄養

口腔機能

認知機能

うつ傾向

リスクあり（N=161）

（２）高齢者生活アンケート（福岡県介護保険広域連合実施） 

 

１）調査の概要 

高齢者生活アンケートは、福岡県介護保険広域連合が、令和３年～５年に実施

したもので、村内に住む65歳以上の高齢者（要支援・要介護認定を有しない者）

から無作為に抽出した人に対し、生活の様子や心身の状態、高齢者福祉や介護に

関する意識等について、調査票の配布・回収による調査方法で実施したものです。 

■ 回収状況 

発送数 有効回収数 有効回収率 

300 161 53.7％ 

 

 

２）調査結果 

① 生活機能や日常生活の状況 

ア） 要介護状態になる危険性が高い人の割合 

・要介護状態になる危険因子の割合をみると、「うつ傾向」が42.9％と最も

高く、次いで「転倒」（37.3％）、「認知機能」（34.8％）となっています。 

■ 要介護状態になる危険性が高い人の割合 
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イ） 手段的自立度（ＩＡＤＬ）の割合 

・買い物や金銭管理等の手段的自立度（ＩＡＤＬ）について、自立者（５点）

の割合は87.6％となっています。 

■ 手段的自立度（ＩＡＤＬ）の割合 

 

 

 

 

 

② 地域活動や助け合いの状況 

ア） 地域活動や趣味活動の参加状況 

・地域活動や趣味活動に・『月１回以上』参加している人の割合をみると、「収

入のある仕事」が 36.6％で最も高く、次いで「趣味関係のグループ」

（15.5％）、「町内会・自治会」（11.8％）となっています。 

■ 地域活動や趣味活動に『月１回以 』参加している人の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

87.6 6.2

1.2

5.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

東峰村（N=161）

高い（５点） やや低い（４点） 低い（３点以下） 無回答無回答

36.6

15.5

11.8

8.1

7.5

6.8

5.0

3.1

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

収入のある仕事

趣味関係のグループ

町内会・自治会

老人クラブ

スポーツ関係のグループやクラブ

ボランティアのグループ

学習・教養サークル

介護予防のための通いの場

東峰村

（N=161）
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イ） 地域づくりへの参加意向 

・健康づくり活動や趣味等のグループ活動に、参加者として・「是非参加した

い」（8.1％）、「参加してもよい」（62.1％）、「既に参加している」（3.1％）

をあわせた『参加意向あり』の割合は７割を超えています。 

・お世話役としての参加意向は「参加したくない」が 50.3％で最も高く、

「是非参加したい」（2.5％）、「参加してもよい」（42.2％）、「既に参加し

ている」（1.2％）をあわせた『参加意向あり』は45.9％となっています。 

■ 地域づくりへの『参加意向あり』の割合 

 

 

 

 

 

■ 地域づくりへの参加意向 

 

 

 

 

  

73.3%

45.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

参加者として参加意向あり

お世話役として参加意向あり 東峰村（N=161)

調査数
（人）

是非
参加
したい

参加
しても
よい

参加
したく
ない

既に
参加

している
無回答

『参加
意向
あり』

161 8.1% 62.1% 23.0% 3.1% 3.7% 73.3%

161 2.5% 42.2% 50.3% 1.2% 3.7% 45.9%

参加者として

お世話役として
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ウ） 助け合いの状況 

・病気になった時に看病や世話を『してくれる人』は「配偶者」が 59.0％

で最も高く、次いで「別居の子ども」（36.0％）、「同居の子ども」（26.7％）

となっています。 

・看病や世話を『してあげる人』は「配偶者」が 62.7％で最も高く、次い

で「兄弟姉妹・親戚・親・孫」（32.3％）、「別居の子ども」（29.8％）と

なっています。 

■ 病気になった時の看病や世話 

 

 

 

 

  

59.0

26.7

36.0

23.0

3.1

3.7

3.1

5.6

62.7

21.1

29.8

32.3

7.5

6.8

0.6

9.3

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

配偶者

同居の子ども

別居の子ども

兄弟姉妹・親戚・親・孫

近隣

友人

その他

そのような人はいない

してくれる人

（Ｎ=161）

してあげる人

（Ｎ=161）
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③ 健康・疾病の状況 

ア） 現在治療中、または後遺症のある病気 

・現在治療中、または後遺症のある病気についてみると、「高血圧」が45.3％

と最も高く、次いで「糖尿病」（18.0％）、「目の病気」（13.0％）と続い

ています。 

■ 現在治療中、または後遺症のある病気 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

45.3%

18.0%

13.0%

11.8%

11.8%

9.9%

9.3%

7.5%

6.2%

5.6%

4.3%

4.3%

2.5%

1.9%

1.2%

1.2%

0.0%

0.0%

14.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

高血圧

糖尿病

目の病気

筋骨格の病気

心臓病

高脂血症

耳の病気

胃腸・肝臓・胆のうの病気

腎臓・前立腺の病気

その他

呼吸器の病気

がん

外傷

血液・免疫の病気

うつ病

脳卒中

認知症

パーキンソン病

ない

東峰村

（N=161）
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④ 認知症にかかる相談窓口の把握状況 

ア） 認知症状と相談窓口 

・本人や家族に認知症の症状が「ある」割合は11.2％となっています。 

・認知症に関する相談窓口を・「知っている」割合は44.7％となっています。 

■ 認知症状の有無と相談窓口の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ ボランティア活動について 

ア） 生活支援ボランティアの参加意向 

・生活支援ボランティアの参加意向は、「話し相手」の割合が46.6％で最も

高く、次いで「見守り・安否確認」（37.3％）、「ごみ出し」（28.0％）と

なっています。 

■ 生活支援ボランティアの参加意向 

 

 

  

11.2%

44.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

本人や家族に認知症の症状がある

認知症に関する相談窓口を知っている

東峰村（N=161)

46.6%

37.3%

28.0%

21.7%

19.9%

17.4%

17.4%

14.3%

13.7%

11.8%

10.6%

8.7%

7.5%

6.8%

6.2%

2.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

話し相手

見守り・安否確認

ごみ出し

庭の手入れや草取り

買物

掃除

特にできることはない／したくない

外出時の送迎

料理

電球交換や電化製品設置の手伝い

洗濯

大工仕事や力仕事

外出時の付き添い

食事の宅配（配達係）

交流サロン等の運営やボランティア

その他

東峰村

（N=161）
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４ ヒアリング調査からみた高齢者福祉に関する現状と課題 

（１）調査の概要 

本計画の策定にあたり、本村における高齢者を取り巻く現状や課題を把握すると

ともに、高齢者福祉を推進していくために必要な施策等について、ご意見、ご提言

を広くお聞きし、計画の基礎資料とするため、本村にある関係団体にヒアリングを

行いました。 

【ヒアリング対象団体】 

対象団体 対象者 

東峰村社会福祉協議会 事務局長、社会福祉士 

老人クラブ連合会 会長 

東峰村民生委員・児童委員協議会 民生委員・児童委員 

 

（２）主な調査結果 

１）高齢者の生活課題について 
 

意 見 団体名 

・老老介護が増加しており、介護者の体力的・精神的負担が大

きくなっています。 

・高齢者（本人）と家族等で福祉サービスの必要性に考え方の

相違があり支援を行う際に困難を感じることがあります。 

・認知症が疑われる高齢者への対応や関わり方に難しさを感じ

ることがあります。 

民生委員・ 

児童委員 

・老老介護が増加しており、介護者の体力的・精神的負担が大

きくなっています。 

・つづみの里農産物直売所（とうほう百貨店）が令和５年７月

豪雨で全壊したことで、買い物弱者の解消が大きな課題とな

っています。 

老人クラブ  

連合会 

・公共交通機関が十分に整っておらず、村外への移動手段の確

保が大きな課題となっています。 
社会福祉協議会 
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２）災害時の支援について 
 

意 見 団体名 

・災害時の避難場所や避難経路は村から地区防災マップが配布

されており、日頃から民生委員・児童委員が声掛けし確認を

行っています。 

・民生委員・児童委員協議会内で、毎年、災害時の対応研修を

行っています。 

民生委員・ 

児童委員 

・各地区の公民館活動の中で災害時の避難場所や避難経路など

周知を行っています。 

・災害時の避難行動要支援者の対応については、隣組の見守り

連絡網の活用や助け合いの関係によりスムーズに行われて

います。 

老人クラブ  

連合会 

・災害発生後に、災害ボランティアセンターを設置し、さまざ

まな困りごとや相談等に対応しました。 

・災害時や緊急時の適切な対応につなげるため、行政、関係機

関と連携を図り、地域の要支援者を把握しています。 

社会福祉協議会 

 

３）高齢者の生活支援について 
 

意 見 団体名 

・配食サービスを受けている人に対し、宅配時に安否確認をす

るとともに、高齢者等の相談に応じています。 

・各地区、いきいきサロン活動を通して、地域に住む人たちの

居場所づくりを行っています。 

・介護保険を利用し、手すりの設置や段差の解消等の住宅改修

ができますが、自己負担の１割～３割の費用が負担となって

いる方もいます。 

・民生委員・児童委員や集落支援員がひとり暮らし高齢者等の

見守りを行っています。 

民生委員・ 

児童委員 

・移動スーパーの品数を増やしてほしいです。 

・いきいきサロンや高齢者大学等の活動を通して仲間づくりが

できています。 

・ひとり暮らし高齢者の安否確認を友愛運動の一環として行

っています。 

老人クラブ  

連合会 

・生活支援体制整備協議体の中で、社会資源マップを作成して

います。 

・サロンから依頼があれば、講話やニュースポーツの支援を行

っています。 

・生活支援体制整備協議体の中で、集いの場の普及を議題にあ

げていましたが、サロンを増やすまでには至りませんでした。 

・買い物支援等に地域住民が主体となって取り組むことが重要

です。 

社会福祉協議会 
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４）地域包括ケアシステムの推進に向けた現状と課題 
 

意 見 団体名 

・ひとり暮らし高齢者の見守りは、集落支援員や民生委員等が

行っています。 

・地域包括支援センターとの連携をより強化する必要がありま

す。 

・村内に医療機関が少なく、特に専門医の受診は村外まで行く

必要があります。 

社会福祉協議会 

 

５）今後のまちづくりについて 
 

意 見 団体名 

・医療機関や訪問看護の提供の充実が望まれています。 

・村内に高齢者施設が２箇所ありますが、常に定員に達してい

るため、入居待機者解消への取り組みが必要だと感じていま

す。 

民生委員・ 

児童委員 

・高齢者の買い物や病院への移動手段を確保することが必要で

す。 

・ＢRTの駅までの移動が難しいため、乗合タクシーなど移動

手段の充実を図ってもらいたいです。 

老人クラブ  

連合会 

・今年度から地域福祉セミナーを年６回開催し、住民とともに

東峰村の今後を考えていきたいと思っています。 
社会福祉協議会 
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※令和５年度の実績値は、令和５年 12 月末現在の値 

第２章 高齢者を支える事業・サービスの現状 
 

１ 高齢者保健福祉サービスの現状 

公的な介護保険で利用できるサービス以外に、村独自の高齢者向け福祉・生活支

援・保健サービスを展開しています。 

（１）在宅生活の支援 

事業名 単位 
計画値及び 

実績値 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

高齢者外出支援 

タクシー券交付 

人 

（延べ） 

計画値 180 201 224 

実績値 167 159 145 

計画対比 

（実績/計画） 
92.8% 79.1% 64.7% 

緊急通報装置の

貸与 

台 

（延べ） 

計画値 717 725 734 

実績値 645 582 493 

計画対比 

（実績/計画） 
90.0% 80.3% 67.2% 

在宅介護支援事業（おむつの支給） 

 
介護給付限度額 

3,000 円 

人 

（延べ） 

計画値 79 77 75 

実績値 125 107 109 

計画対比 

（実績/計画） 
158.2% 139.0% 145.3% 

 
介護給付限度額 

6,000 円 

人 

（延べ） 

計画値 42 42 41 

実績値 72 98 79 

計画対比 

（実績/計画） 
171.4% 233.3% 192.7% 

在宅ねたきり老人等 

介護手当支給 

人 

（延べ） 

計画値 1 1 1 

実績値 0 0 1 

計画対比 

（実績/計画） 
0.0% 0.0% 100.0% 

寝具類等洗濯乾燥 

消毒サービス 

年間実利用者数 

人 

（延べ） 

計画値 24 25 25 

実績値 22 20 18 

計画対比 

（実績/計画） 
91.7% 80.0% 72.0% 
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※令和５年度の実績値は、令和５年 12 月末現在の値 

 

・高齢者外出支援タクシー利用助成事業の利用者数や緊急通報装置の貸与台数

は、前期計画で設定した計画値を実績値が下回って推移しています。高齢者

人口の減少により、対象者数は減少していくと考えられますが、引き続き需

要は高まることが考えられるため、サービス提供体制の維持・確保が必要です。 

・在宅介護支援事業（おむつ支給）については、計画値に対して実績値が大き

く上回って推移しています。今後も、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世

帯の増加に伴い、需要は伸びることが考えられます。 

・在宅ねたきり老人等介護手当支給事業や寝具類等洗濯乾燥消毒サービスの利

用者数は、おおむね計画どおりに推移しています。 

 

（２）社会参加・生きがいづくりに関する支援 

事業名 単位 
計画値及び 

実績値 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

福祉バス運営事業 

 各団体利用 
回 

（延べ） 

計画値 9 10 10 

実績値 6 5 17 

計画対比 

（実績/計画） 
66.7% 50.0% 170.0% 

 遺族輸送 
回 

（延べ） 

計画値 19 19 19 

実績値 7 4 9 

計画対比 

（実績/計画） 
36.8% 21.1% 47.4% 

ミニシルバー人材 

センター事業 

登録者数 

人 

計画値 10 9 9 

実績値 10 10 9 

計画対比 

（実績/計画） 
100.0% 111.1% 100.0% 

老人クラブ 

会員数 
人 

計画値 355 327 301 

実績値 384 383 402 

計画対比 

（実績/計画） 
108.2% 117.1% 133.6% 

敬老品の贈呈、 

敬老事業補助金の 

交付対象者数 

人 

計画値 128 141 154 

実績値 469 454 392 

計画対比 

（実績/計画） 
366.4% 322.0% 254.5% 

      

現状と課題 
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※令和５年度の実績値は、令和５年 12 月末現在の値 

      

事業名 単位 
計画値及び 

実績値 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

高齢者大学 

参加者数 

人 

（延べ） 

計画値 180 185 190 

実績値 142 224 125 

計画対比 

（実績/計画） 
78.9% 121.1% 65.8% 

いきいきサロン事業 

 

登録団体数 団体 

計画値 17 17 18 

実績値 14 9 15 

 
計画対比 

（実績/計画） 
82.4% 52.9% 88.2% 

 

参加者数 
人 

（延べ） 

計画値 892 850 811 

実績値 332 480 524 

 計画対比 

（実績/計画） 
37.2% 56.5% 64.6% 

 

 

 

・福祉バス運営事業における団体の利用回数は、令和３年度及び令和４年度で

は実績値が計画値を下回っていますが、令和５年度では計画値 10 回に対し

て、実績値は17回と計画対比は170.0％となっています。 

・ミニシルバー人材センター事業登録者数は、計画値と実績値が同程度となっ

ています。 

・老人クラブの会員数は計画値を上回って推移しています。今後も老人クラブ

活動の周知啓発等により、活動の活性化を図り、高齢者の生きがいや健康づ

くりを推進することが必要です。 

・敬老品の贈呈、敬老事業補助金の交付対象者数は、計画値を大きく上回って

推移しています。 

・高齢者大学及びいきいきサロン事業の参加者数はおおむね計画値を下回って

推移しており、事業の周知及び利用促進が必要です。 

 

  

現状と課題 
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※令和５年度の実績値は、令和５年 12 月末現在の値 

（３）保健福祉に関する事業・サービス 

事業名 単位 
計画値及び 

実績値 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

ウォーキングマイレージ事業 

 

全参加者数 
人 

（延べ） 

計画値 338 360 383 

実績値 323 270 291 

 
計画対比 

（実績/計画） 
95.6% 75.0% 76.0% 

 
65 歳以  

参加者数 

人 

（延べ） 

計画値 148 161 175 

実績値 131 122 134 

 
計画対比 

（実績/計画） 
88.5% 75.8% 76.6% 

 

 

 

・ウォーキングマイレージ事業の参加者数は、・「全参加者数」「65歳以上参加

者数」ともに計画値を下回って推移しています。参加者数の増加及び事業の

活性化を図るため、事業の周知啓発や参加者を対象としたイベントの実施等

を図る必要があります。 

 

 

 

  

現状と課題 
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※令和５年度の実績値は、令和５年 12 月末現在の値 

２ 地域支援事業の現状 

地域支援事業は、要支援・要介護になる可能性のある高齢者を対象に、要支援・要介

護状態になることを防止するためのサービスや、要介護状態になった場合でも、できる

だけ住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう支援するための事業で

す。 

①介護予防・日常生活支援総合事業、②包括的支援事業、③任意事業の３事業で構成

されており、介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業は必須事業として、ま

た、任意事業は地域の必要性に応じて実施するものです。 

 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業 

１）介護予防・生活支援サービス事業 

事業名 単位 
計画値及び 

実績値 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

訪問型介護予防 

事業利用者数 

人 

（延べ） 

計画値 162 150 139 

実績値 86 131 80 

計画対比 

（実績/計画） 
53.1% 87.3% 57.6% 

（訪問型） 

口腔機能の 

向 事業実施数 

回 

計画値 27 36 49 

実績値 7 4 0 

計画対比 

（実績/計画） 
25.9% 11.1% 0.0% 

（通所型） 

運動器の機能 

向 事業実施数 

回 

計画値 98 97 96 

実績値 95 96 57 

計画対比 

（実績/計画） 
96.9% 99.0% 59.4% 

（通所型） 

栄養改善事業 

実施数 

回 

計画値 9 8 8 

実績値 0 0 0 

計画対比 

（実績/計画） 
0.0% 0.0% 0.0% 

介護予防ケアマネジ

メント事業ケアプラ

ン作成対象者数 

人 

（延べ） 

計画値 602 642 685 

実績値 425 380 286 

計画対比 

（実績/計画） 
70.6% 59.2% 41.8% 
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※令和５年度の実績値は、令和５年 12 月末現在の値 

 

 

・介護予防・日常生活支援総合事業は、東峰村社会福祉協議会に事業委託して

実施しています。訪問型介護予防事業は、日常生活に関する支援・指導や対

象者の相談援助等を行っています。年度によって利用者数は異なりますが、

今後、高齢化の進行や在宅の要介護者の増加が見込まれるため、サービス提

供体制の維持・確保が必要となります。 

・高齢者の口腔清掃の指導、摂取、嚥下機能等の指導を歯科衛生士等が自宅に

訪問して行う口腔機能向上事業の実施回数は、実績値が計画値を大きく下回

って推移しており、令和５年度は実施できていません。必要に応じて歯科医

と連携を図り、対象となる高齢者を把握し、口腔機能の状態の維持や事業終

了後のフォローアップが必要です。 

・高齢者の転倒骨折の防止及び加齢に伴う運動機能低下の予防・向上を図る運

動器の機能向上事業は、実績値が計画値を下回って推移しています。対象と

なる高齢者の十分な把握とともに、事業の周知及び利用促進が必要です。 

 

２）一般介護予防事業 

事業名 単位 
計画値及び 

実績値 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

シルバークッキング 

教室実施団体数 
団体 

計画値 7 7 7 

実績値 7 6 6 

計画対比 

（実績/計画） 
100.0% 85.7% 85.7% 

健康運動教室 

実施団体数 
団体 

計画値 9 9 9 

実績値 5 7 5 

計画対比 

（実績/計画） 
55.6% 77.8% 55.6% 

 

 

・シルバークッキング教室実施団体数は、おおむね計画どおりに推移していま

す。今後、特に男性の参加者を増やし、料理や食事の栄養バランスを学びな

がら、参加者との交流を深める機会づくりに取り組むことが必要です。 

・健康運動教室実施団体数は、実績値が計画値を下回って推移しています。実

施団体数の増加を図り、高齢者の介護予防（健康づくり）を推進することが

必要です。 

現状と課題 

現状と課題 
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※令和５年度の実績値は、令和５年 12 月末現在の値 

（２）包括的支援事業 

事業名 単位 
計画値及び 

実績値 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

総合相談支援事業 

利用者数 
人 

計画値 360 380 400 

実績値 102 95 98 

計画対比 

（実績/計画） 
28.3% 25.0% 24.5% 

地域ケア会議 

開催回数 
回 

計画値 12 12 12 

実績値 6 8 8 

計画対比 

（実績/計画） 
50.0% 66.7% 66.7% 

成年後見制度利用 

支援事業利用者数 
人 

計画値 1 2 2 

実績値 0 0 0 

計画対比 

（実績/計画） 
0.0% 0.0% 0.0% 

 

 

 

・総合相談支援事業は、高齢者への情報提供等の初期相談から、継続的・専門

的な相談援助まで対応する総合的な相談支援を地域包括支援センターが行い

ます。利用者数は、実績値が計画値を下回っている状況ですが、困っていて

も誰にも相談できず、一人で不安や苦労を抱えている家族の方や高齢者の方

もいます。民生委員・児童委員との情報を共有しながら地域に住む高齢者の

実態把握が必要です。 

・地域ケア会議は、地域包括支援センターを事務局とし、保健師やケアマネジ

ャー、社会福祉協議会、介護保険事業者等の多職種が参加し、毎月１回程度、

個別事例を検討しています。個別事例の検討から村全体として必要な政策形

成（サービス）につながるよう、地域ケア会議の質の向上が必要です。 

・成年後見制度利用支援事業の実績はありませんが、今後、成年後見制度の利

用が必要な高齢者が増加していくことが考えられます。対象となる高齢者を

把握するとともに、事業の周知及び利用促進が必要です。 

 

 

  

現状と課題 
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※令和５年度の実績値は、令和５年 12 月末現在の値 

（３）任意事業 

事業名 単位 
計画値及び 

実績値 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

家族介護支援事業 

 
介護教室 

参加者数 

人 

（延べ） 

計画値 156 223 319 

実績値 71 70 0 

計画対比 

（実績/計画） 
142.0% 140.0% 0.0% 

 
リフレッシュ

事業利用者数 

人 

（延べ） 

計画値 6 7 7 

実績値 0 0 0 

計画対比 

（実績/計画） 
0.0% 0.0% 0.0% 

福祉用具貸与事業 

貸出台数 

台 

（延べ） 

計画値 5 5 5 

実績値 0 0 0 

計画対比 

（実績/計画） 
0.0% 0.0% 0.0% 

配食サービス 

 年間実利用者数 
人 

（延べ） 

計画値 25 21 19 

実績値 42 36 26 

計画対比 

（実績/計画） 
168.0% 171.4% 136.8% 

 年間配食数 回 

計画値 334 361 390 

実績値 303 300 200 

計画対比 

（実績/計画） 
90.7% 83.1% 51.3% 

 年間延べ配食数 
食 

（延べ） 

計画値 1,823 1,512 1,254 

実績値 2,318 2,071 1,500 

計画対比 

（実績/計画） 
127.2% 137.0% 119.6% 
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・家族介護支援事業として、介護教室や介護者リフレッシュ事業を東峰村社会

福祉協議会に事業委託して実施しています。介護教室への参加延べ人数は、

実績値が計画値を下回っています。リフレッシュ事業利用者数は、実績があ

りません。要介護高齢者の在宅生活の維持に向け、事業の周知及び参加促進

が必要です。 

・福祉用具貸与事業は、実績がありません。在宅で暮らす高齢者やその家族が

安心して暮らせるよう、事業の周知及び利用促進が必要です。 

・配食サービスは、東峰村社会福祉協議会に事業委託して実施しており、在宅

で暮らすひとり暮らし高齢者等へ栄養バランスの取れたお弁当を届けるとと

もに、利用者の健康状態や安否確認を行っています。利用者数及び配食数は

年々減少しており、事業の周知を図るとともに、支援が必要な高齢者を把握

し、サービスにつなげる取り組みが必要です。 

 

 

  

現状と課題 



第１部 総論 

第２章 高齢者を支える事業・サービスの現状 

44 

※令和５年度の実績値は、令和５年 12 月末現在の値 

３ 要支援者・要介護者を支えるサービスの現状 

（１）介護予防・居宅介護サービス 

介護予防・居住介護サービスは、高齢者が住み慣れた自宅で生活できるよう

に、介護、入浴介護、看護等のサービスを行うもので、サービスの適切な提供と

ともに他の医療、保健、福祉サービスとの連携が重要となっています。 

１）介護給付サービスの利用実績 

① 居宅サービス 

サービス名 
単

位 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 

訪問介護 
回 2,569 1,722 2,674 1,652 2,794 1,472 

人 192 176 204 172 204 156 

訪問入浴介護 
回 18 0 26 0 34 0 

人 5 0 7 0 9 0 

訪問看護 
回 198 195 252 151 252 204 

人 36 39 48 47 48 48 

訪問リハビリテーション 
回 359 371 368 434 365 244 

人 51 61 53 70 54 36 

居宅療養管理指導 人 48 89 48 101 60 96 

通所介護 
回 4,516 5,671 4,673 5,472 4,353 5,700 

人 336 436 348 431 324 384 

通所リハビリテーション 
回 633 491 633 294 633 56 

人 36 26 36 19 36 12 

短期入所生活介護 
回 5,471 6,105 5,542 6,016 5,839 4,924 

人 289 340 294 324 305 288 

短期入所療養介護 
回 32 6 32 27 33 0 

人 5 2 5 7 6 0 

福祉用具貸与 人 348 529 348 508 360 468 

特定福祉用具購入費 人 12 10 13 8 13 0 

住宅改修費 人 8 4 8 7 8 12 

特定施設入居者生活介護 人 0 9 0 0 0 0 

（年間延べ利用） 
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※令和５年度の実績値は、令和５年 12 月末現在の値 

※令和５年度の実績値は、令和５年 12 月末現在の値 

 

② 地域密着型サービス 

サービス名 
単

位 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 

夜間対応型訪問介護 人 0 0 0 0 0 0 

定期巡回・随時対応型訪問  

介護看護 
人 0 0 0 0 0 0 

認知症対応型通所介護 
回 0 0 0 0 0 0 

人 0 0 0 0 0 0 

小規模多機能型居宅介護 人 0 0 0 0 0 0 

認知症対応型共同生活介護 人 12 0 12 0 12 12 

地域密着型特定施設入居者  

生活介護 
人 0 0 0 0 0 0 

地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護 
人 0 0 0 0 0 0 

看護小規模多機能型居宅介護 人 0 0 0 0 0 0 

地域密着型通所介護 
回 2,700 2,072 2,521 1,647 2,713 1,188 

人 216 180 204 135 216 96 

 

③ 施設サービス 

サービス名 
単

位 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 

介護老人福祉施設 人 684 557 732 559 768 588 

介護老人保健施設 人 132 101 132 95 132 132 

介護医療院 人 0 8 0 13 0 24 

介護療養型医療施設 人 0 0 0 0 0 0 

 

  

（年間延べ利用） 

（年間延べ利用） 
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※令和５年度の実績値は、令和５年 12 月末現在の値 

※令和５年度の実績値は、令和５年 12 月末現在の値 

 

④ 居宅介護支援 

サービス名 
単

位 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 

居宅介護支援 人 756 926 768 894 768 756 

 

 

２）予防給付サービスの利用実績 

① 居宅サービス 

サービス名 
単

位 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 

介護予防訪問入浴介護 
回 0 0 0 0 0 0 

人 0 0 0 0 0 0 

介護予防訪問看護 
回 0 1 0 9 0 0 

人 0 1 0 4 0 0 

介護予防 

訪問リハビリテーション 

回 259 46 248 17 249 188 

人 57 13 55 3 55 24 

介護予防居宅療養管理指導 人 12 14 12 12 12 12 

介護予防 

通所リハビリテーション 

回 84 60 72 23 72 20 

人 － 

 

60 － 

 

23 － 

 

24 

介護予防短期入所生活介護 
日 95 0 92 5 93 8 

人 14 0 13 2 13 0 

介護予防短期入所療養介護 
日 3 0 3 0 3 0 

人 1 0 1 0 1 0 

介護予防福祉用具貸与 人 204 186 204 166 204 168 

特定介護予防福祉用具購入費 人 15 4 14 7 15 12 

介護予防住宅改修費 人 11 8 10 4 10 0 

介護予防特定施設入居者生活介護 人 0 0 0 0 0 0 

 

 

  

（年間延べ利用） 

（年間延べ利用） 
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※令和５年度の実績値は、令和５年 12 月末現在の値 

※令和５年度の実績値は、令和５年 12 月末現在の値 

 

② 地域密着型サービス 

サービス名 
単

位 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 

介護予防 

認知症対応型通所介護 

回 0 0 0 0 0 0 

人 0 0 0 0 0 0 

介護予防 

小規模多機能型居宅介護 
人 0 0 12 0 12 0 

介護予防 

認知症対応型共同生活介護 
人 0 0 0 0 0 0 

 

③ 介護予防支援 

サービス名 
単

位 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画値 実績値 計画値 実績値 計画値 実績値 

介護予防支援 人 312 259 312 206 312 204 

 

 

 

  

（年間延べ利用） 

（年間延べ利用） 
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４ 施設サービス及び支援施設等の社会資源 

高齢者へ介護サービスや保健福祉サービスを提供する主な機関を以下に示します。 

施設名 施設概要 

東峰村保健福祉センター

「いずみ園」 

住民の健康の維持・増進と生涯学習等の生きがいづくり

を支援する施設です。様々な設備が充実しており、各種健

診・検診、転倒予防や認知症予防を目的とした機能訓練教

室等の多くの事業が開かれています。 

高齢者活動促進施設 

「喜楽来館」 

平成９年に高齢者を対象に広く住民の福祉の向上を目指

し、建設されました。現在、東峰村社会福祉協議会の事務

所が置かれ、保健事業、老人クラブ活動、介護予防・生活

支援事業等の活動拠点施設となっています。 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）は、65歳以

上の高齢者で、身体上、精神上、環境上の問題があり、要

介護認定者（原則要介護３以上）が入居可能な施設です。

施設介護サービス計画に基づき、入浴・排せつ・食事等の

日常介護や援助、機能訓練等のサービスが受けられます。 

現在、小石原地域に特別養護老人ホーム清和園（定員

50人）と宝珠山地域に特別養護老人ホーム宝珠の郷（定

員50人）の２施設があります。 

軽費老人ホーム 

（ケアハウス） 

60歳以上で、自立して生活するには不安があると認め

られる人が、無料または低額な料金で利用でき、食事の提

供その他の日常生活に必要な便宜を提供する施設です。 

現在、村内には整備されておらず、筑前町に軽費老人ホ

ーム菊水苑（定員50人）と軽費老人ホームケアハウス太

刀洗（定員50人）の２施設があります。 



第１部 総論 

第２章 高齢者を支える事業・サービスの現状 

49 

地域包括支援センター 

在宅で介護を受けて生活する高齢者のさまざまな相談に

応じ、ニーズにあった介護・福祉サービスが受けられるよ

うに、村や関係機関との連絡調整を行っています。相談窓

口は、小石原庁舎に置かれています。また、地域包括支援

センターの主な業務は以下のようなものとなっています。 

【主な業務】 

① 介護予防ケアマネジメント業務 

・要支援及び要介護状態となる恐れのある高齢者を把

握する事業において、把握・選定した対象者の介護

予防ケアプランを作成し、そのプランに基づき、地

域支援事業における介護予防事業等が包括的かつ効

率的に実施されるよう必要な支援を行っています。 

② 総合相談・支援業務 

・地域に住む高齢者の実態把握や初期相談の対応を行

い、介護保険だけでなく、様々な制度や地域資源を

資料とした適切なサービスや制度につなぎ、総合的

な支援を行っています。 

③ 虐待防止・権利擁護業務 

・高齢者の人権や財産を守る権利擁護、虐待防止事業

の拠点として、成年後見制度の活用促進、高齢者虐

待や困難事例の対応及び消費者被害の防止に関する

制度を活用し、高齢者の生活の維持を図っていま

す。 

④ 包括的・継続的マネジメント業務 

・保健師及びケアマネジャーがそれぞれに業務を行う

と同時に、各職種が連携・協働できるよう、包括

的・継続的なケア体制の構築、地域の介護支援専門

員への日常的な指導・相談、困難事例等への指導・

助言を行っています。 
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第３章 前期計画の振り返り 
 

前期計画においては、安心して住み続けられるむらづくりを目指し、「地域共生社会

を目指した包括的な支援の推進」、「高齢者の健康づくりと生きがいづくりの推進」、「高

齢者が安全で安心して暮らせる村づくりの推進」を進めてきました。前期計画の取り組

み状況及び課題を整理します。 

 

１ 前期計画の評価（総括表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【評価】（４段階による評価） 

Ａ：十分取り組むことができた      Ｂ：概ね取り組むことができた 

Ｃ：あまり取り組むことができなかった  Ｄ：取り組みが進まなかった 

基本目標 施策の柱
施策の柱
評価

1　地域共生社会を目指した取り組みの推進 C

2　地域包括支援センターの機能強化 A

3　医療と介護の連携推進 A

4　認知症支援施策の推進 A

5　地域の支え合いによる生活支援の充実 B

1　健康づくりの推進 A

2　介護予防・自立支援・重度化防止の充実 A

3　社会参加による生きがいづくりの推進 A

4　雇用・就業支援の推進 A

1　災害対策・感染症対策の強化 A

2　高齢者の権利擁護の推進 A

3　安全な生活環境の整備 A

4　高齢者保健福祉サービス等の充実 A

基本目標３

高齢者が安全で
安心して暮らせる
村づくりの推進

基本目標１

地域共社会を
目指した包括的な
支援の推進

B

A

基本目標２

高齢者の健康
づくりと生きがい
づくりの推進

基本目標
評価

A
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２ 取り組みの実施状況と課題 

基本目標１ 地域共生社会を目指した包括的な支援の推進 

施策の柱１ 地域共生社会を目指した取り組みの推進 

取り組みの状況 

⚫  毎月、地域包括支援センター、集落支援員、民生委員・児童委員、基幹相談支

援センター等で情報共有を行っている。 

⚫  民生委員や集落支援員等が見守りを行い、地域における見守りネットワーク

を構築しています。 

取り組みの評価・課題 

▶ 多世代・多機能型の福祉拠点の整備に向けた具体的な検討は進んでいません。 

 

施策の柱２ 地域包括支援センターの機能強化 

取り組みの状況 

⚫  保健師や社会福祉士、看護師により総合相談支援や権利擁護、包括的・継続的

ケアマネジメント事業等の業務を展開しています。 

⚫  地域包括支援センターを事務局として、毎月１回程度、地域ケア会議を開催

しています。ケアマネジャーや精神保健福祉士、保健師等の専門職を助言者に

迎え問題解決と技術向上につなげています。 

取り組みの評価・課題 

▶ 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進を図るとともに、8050 問題やダ

ブルケア等の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整

備する必要があります。 

 

施策の柱３ 医療と介護の連携推進 

取り組みの状況 

⚫  村内外の病院や介護サービス事業所等と連携を図り、日常の療養支援、急変

時の対応等、医療体制の充実を図っています。 

⚫  健康増進部門と連携し、ＫＤＢ・（国保データベース）を活用した健康状態の把

握、健診等の受診勧奨や保健指導を実施するとともに、必要に応じて医師会や

歯科医師会等の関係機関との連携を図っています。 

⚫  朝倉市及び筑前町と共同で朝倉医師会に委託し、朝倉在宅医療連携拠点事業

委員会の協力の下、「在宅医療・介護連携推進事業」に取り組んでいます。 

取り組みの評価・課題 

▶ 医療機関や訪問看護ステーション等が不足しています。 
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施策の柱４ 認知症支援施策の推進 

取り組みの状況 

⚫  地域包括支援センターが窓口となり、認知症やもの忘れに関する相談につい

て、認知症初期集中支援チームやケアマネジャー、かかりつけ医と連携し、認知

症やその予備軍の早期発見及び適切な支援につなげています。 

⚫  高齢者本人や家族等からの認知症に関する相談窓口として、月に１回、認知

症初期集中支援チームの精神保健福祉士による「もの忘れ出張相談」を実施し

ています。 

⚫  認知症高齢者等が徘徊等により行方不明となった場合に、早期発見・保護す

るため、関係機関・団体等の協力体制を図る「認知症高齢者等ＳＯＳネットワー

ク事業」を設置しています。 

⚫  地域の様々な集まり（サロン活動等）の場に出向き、認知症に関する知識の普

及啓発に取り組みました。 

取り組みの評価・課題 

▶ 認知症に関する相談は年々増加していますが、認知症地域支援推進員が１名

であるため対応に限界があります。 

 

施策の柱５ 地域の支え合いによる生活支援の充実 

取り組みの状況 

⚫  生活支援体制整備事業の一環として、生活支援コーディネーターが「地域資

源マップ」を作成しました。 

⚫  生活支援コーディネーターや集落支援員等と連携・協働し、高齢者及び地域

のニーズを把握し、生活支援等のサービスの創出に向けた協議をすすめました。 

⚫  集落支援員等を通じて、いきいきサロンの団体数拡大に努めています。 

取り組みの評価・課題 

▶ 人口減少、少子・・高齢化により、介護や日々の生活の支援が必要な人の増加や

その支え手の減少が進む中、医療や介護の専門職による支援だけでなく、地域

の支え合い体制を一層推進することが必要です。 
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基本目標２ 高齢者の健康づくりと生きがいづくりの推進 

施策の柱１ 健康づくりの推進 

取り組みの状況 

⚫  高齢者の健康増進及び介護予防・フレイル対策のため、ウォーキングマイレ

ージ事業を行っています。 

⚫  ・「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業」により、各地区のいきいき

サロンと連携した健康教育や健康相談を行い、地域における健康づくりに取り

組みました。 

取り組みの評価・課題 

▶ 健康増進に無関心な人へのアプローチを行うことが必要です。 

▶ 高齢期の健康課題の解決には、若年期からの健康づくりが重要であるため、

国民健康保険における特定健診の受診率向上と保健指導実施について、今後も

強化していく必要があります。 

 

施策の柱２ 介護予防・自立支援・重度化防止の充実 

取り組みの状況 

⚫  介護予防・日常生活支援総合事業として、訪問型介護予防事業、口腔機能向上

事業、機能訓練事業、通所リハビリ教室を実施しました。 

⚫  高齢者が要支援・要介護状態になることをできる限り防ぐ（遅らせる）ため、

介護予防ケアマネジメントに取り組んでいます。 

⚫  東峰村社会福祉協議会に委託し、介護予防普及啓発事業としてシルバークッ

キング教室（管理栄養士による栄養指導と調理指導）や健康運動教室（精神保健

福祉士と作業療法士による講和と脳トレ）を実施しています。 

取り組みの評価・課題 

▶ 健康づくりの視点を取り入れた介護予防・フレイル予防に取り組むことで、

保険事業と介護予防を一体的に推進することが必要です。 
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施策の柱３ 社会参加による生きがいづくりの推進 

取り組みの状況 

⚫  老人クラブは令和５年度時点で８か所、会員数は402人となっています。 

⚫  社会福祉協議会が実施する高齢者大学では、福祉制度等の学習会や、視察研

修などを通して高齢者の生きがいづくりや仲間づくりを行っています。 

⚫  互助活動を通した生きがいづくりを推進するため、福岡県ＮＰＯボランティ

アセンターや社会福祉協議会と連携し、ボランティア講座等の開催やボランテ

ィアに関する情報提供を行っています。 

取り組みの評価・課題 

▶ 行政としては、社会福祉協議会を通じて、老人クラブ活動への支援を行って

いますが、会員数は減少傾向にあり、また会員の高齢化が進展しています。高齢

者等支援団体が安心して活動を継続できるよう引き続き支援していく必要があ

ります。 

▶ 社会参加による生きがいづくりを推進するため、高齢者が活動・交流する施

設等における事業の展開などについて検討する必要があります。 

 

施策の柱４ 雇用・就業支援の推進 

取り組みの状況 

⚫  社会福祉協議会との連携・協働のもと、ミニシルバー人材センター事業を活

用し、高齢者の就業機会の確保を促進しています。 

⚫  ハローワーク朝倉や福岡県 70 歳現役応援センターと連携・協働し、求人情

報や就業に関する相談窓口、技能の取得に向けた講座など就業に関する情報提

供を行っています。 

取り組みの評価・課題 

▶ ミニシルバー人材センターの会員の確保、高齢者の活躍場所・機会の拡大が

課題となっています。 
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基本目標３ 高齢者が安全で安心して暮らせる村づくりの推進 

施策の柱１ 災害対策・感染症対策の強化 

取り組みの状況 

⚫  令和５年度に高齢者等の情報を一元的に管理する高齢者台帳の見直しを行い

ました。また、総務企画課・住民福祉課・社会福祉協議会における情報の一元化

を行うとともに、安否確認、緊急時の連絡、避難支援の体制を強化しました。 

⚫  事業所職員の感染症への対応力の向上を目的として、必要な感染症の知識や

対応方法等についての研修を行いました。 

取り組みの評価・課題 

▶ 令和２年１月頃から流行し始めた新型コロナウイルス感染症や令和５年７月

豪雨など、いつ・どこで起こるか分からない感染症や度重なる自然災害の発生

が、人々の日常生活に大きな不安を与えています。災害時に配慮を要する高齢

者等が安心して過ごせるよう、地域の支援体制を強化する必要があります。 

 

施策の柱２ 高齢者の権利擁護の推進 

取り組みの状況 

⚫  成年後見制度の普及啓発や相談対応など総合的な支援を行いました。 

⚫  高齢者虐待の未然防止や早期発見及び的確な支援ができるよう、民生委員・児

童委員や介護サービス事業者、関係機関とのネットワーク強化に取り組みました。 

⚫  詐欺や消費者トラブルに関する注意喚起と相談窓口の周知を行いました。 

取り組みの評価・課題 

▶ 日常的な支払い手続きや金銭管理ができなくなり始めた高齢者にとって、成

年後見制度や日常生活自立支援事業の利用はハードルが高くなっています。ま

た成年後見制度の認知度も低い状況です。引き続き成年後見制度の周知や関係

機関と連携した相談支援等に取り組む必要があります。 

 

施策の柱３ 安全な生活環境の整備 

取り組みの状況 

⚫  村内における円滑な移動の確保のため、令和５年８月 21 日から「東峰村乗

合タクシー」の運行を開始しました。 

⚫  居宅内の手すりの設置や床の段差解消等の改修の経費を助成しています。 

⚫  公共施設・建築物等の手すりやスロープを設置するなど、バリアフリー化・・ユ

ニバーサルデザインの推進に取り組んでいます。 

取り組みの評価・課題 

▶ 乗合タクシーの利用に抵抗を感じる高齢者もいるため、利便性の一層の向上

と普及の推進を図っていく必要があります。 
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第４章 計画の基本的な考え方 
 

これまでの統計資料やアンケート調査、ヒアリング調査、高齢者福祉及び介護保険に

よる事業・サービスの状況、前期計画の振り返りから見えてきた保健・医療・福祉の課

題と問題に対応するため、総合的に課題を整理し、本計画における基本理念、基本目標

を定めます。 

 

１ 課題の整理 

（１）健康づくり・介護予防に向けた取り組みの充実 

本村の高齢化率は年々深刻化しており、令和５年では 46.5％となっています。 

また、高齢者生活アンケート調査結果によると、要介護状態になる危険因子とし

て、「うつ傾向」「転倒」「認知機能」「閉じこもり傾向」が挙げられており、健康づ

くり・介護予防への取り組みが重要になります。 

さらに、現在治療中の病気は、「高血圧」が最も高くなっています。「高血圧」は

脳卒中や認知症等の原因となる生活習慣病のリスク要因であり、住民の健康への関

心を高め、各種検診事業との連携した介護予防事業を推進する必要があります。 

 

（２）生きがいづくりや地域活動への参加促進 

高齢者が地域活動に参加することは自身の生きがいづくりにつながるとともに、

これまで培ってきた豊かな経験や知識を地域に還元することで、村に活力が生まれ、

村の発展につながります。このため本村では、老人クラブ等の活動や就業支援を推

進してきました。 

しかし、老人クラブ会員の減少と高齢化に伴い、活動力の低下が課題となってい

ます。また高齢者生活アンケート調査結果によると、地域活動や趣味活動の参加状

況について、「収入のある仕事」（36.6％）以外の活動の参加者の割合が低くなっ

ています。一方で、地域づくりへの参加者としての参加意向は７割を超えています。 

地域活動に参加意欲のある高齢者が生きがいを持って活躍できる場の確保と活

動への支援を行う必要があります。 
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（３）高齢者の支援体制の強化 

本村では、これまで地域包括支援センターを中心に、高齢者の総合相談支援や権

利擁護事業、在宅医療・介護連携の推進等に取り組んできました。しかし、老老介

護や 8050 問題など高齢者が抱える課題が複雑化・複合化する中で、制度の狭間

で支援が届いていない、困難を抱えていることが表に出ていない住民・家庭が存在

することが予想されます。 

このため、地域の関係団体等との連携強化や基盤の整備を行い、地域で高齢者を

支える包括的な支援体制づくりを進める必要があります。 

 

（４）認知症に対する支援の充実 

高齢者生活アンケート調査結果によると、本人や家族に認知症の症状が「ある」

割合は11.2％となっています。また、高齢者福祉に関するアンケート調査による

と、認知症の予防に対する考え方について、「予防活動に取り組む必要性を感じな

い」という割合は6.0％と低く、多くの人が認知症予防に関心があることがうかが

えます。 

認知症の人や高齢者のみの世帯が増加する中で、認知症に対する正しい知識や理

解に基づいた地域住民の見守り、認知症サポーター等による支援をつなぐ仕組み

（チームオレンジ）の整備を図る必要があります。また、認知症の人の介護者が抱

える不安や負担を軽減するために、認知症に関する相談窓口の周知が必要です。 

 

（５）高齢者の安全・安心を守る取り組みの推進 

本村では、平成29年７月の九州北部豪雨災害において、河川氾濫、流木、土砂

災害等が発生し、高齢者を含む尊い人命が犠牲となりました。その後、復旧がよう

やく終わりに近づいた状況の中、令和５年７月豪雨で再び甚大な被害が発生しまし

た。 

高齢者等の情報を一元的に管理する高齢者台帳の見直しを継続して行うととも

に、地域における安否確認や避難支援体制の構築など、庁内関係課や関係団体、介

護サービス事業者等と連携しながら、災害対策の充実に取り組む必要があります。 
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２ 計画の基本理念 

本村の最上位計画である「第２次東峰村総合計画（後期基本計画）」では、『美しい

山里を継承し 豊かな暮らしを創造する 幸せな村』を将来像とし、5つの基本目標

を定めて、様々な取り組みを推進しています。 

また、前期計画では、「高齢者の健康で豊かな暮らしを共に創り 共に生きる 東

峰村」を基本理念として、「医療」「介護」「介護予防」「生活支援」「住まい」が包括

的に提供される地域包括ケアシステムの推進・深化とともに、地域共生社会の実現に

向けた取り組みを進めてきました。 

このような「第２次東峰村総合計画（後期基本計画）」や前期計画を踏まえ、本計

画の基本理念を、『豊かな暮らしを共に創り 健幸に生きる 東峰村』とし、本村の

すべての高齢者が、ともに支え合い、健康かつ安心して暮らせるように、高齢者保健

福祉及び介護保険施策の推進を図ります。 

 

【基本理念】 

豊かな暮らしを共に創り 

健幸に生きる 東峰村 
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３ 基本目標 

東峰村の高齢者福祉を取り巻く現状や課題を踏まえ、前述の基本理念の実現に向け

た本計画の基本目標を４つ設定します。 

 

基本目標１ 高齢者の健康づくりと社会参加の推進 

高齢者が健康で自立した生活を営むことができるよう、高齢者の介護予防による

自立支援と、要介護状態の重度化防止に向けた取り組みを推進します。 

また、高齢者が生きがいのある生活を送ることができるよう、高齢者が自らの経

験と知識を活かして地域とつながり、活躍できる機会や場の提供を行います。 

 

基本目標２ 高齢者の支援体制の推進 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすために、地域包括ケアシステムの中核

を担う地域包括支援センターの機能強化をはじめ、医療と介護の連携強化を図りま

す。 

また、今後認知症高齢者やひとり暮らし高齢者、老老介護の増加が予測されるた

め、生活支援や権利擁護支援の充実等に取り組み、地域で支え合う体制づくりを推

進します。 

 

基本目標３ 認知症施策の推進 

令和５年６月に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」がとりまとめ

られました。認知症の有無にかかわらず、一人ひとりがその個性と能力を十分に発

揮し、お互いの人格と個性を尊重しつつ支え合いながら「共生」する社会の実現、

また認知症の発生を遅らせ、進行を緩やかにするという「予防」の取り組みを通じ、

住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる村づくりを進めます。 

 

基本目標４ 高齢者が安心して暮らせる村づくりの推進 

高齢者が安心して生活し続けるために、災害対策の充実や住まいへの支援、ユニ

バーサルデザインの視点を取り入れた村づくりなどを進めていきます。 

また、高齢者が安心して在宅生活を続けられるよう、高齢者福祉サービスの充実

を図ります。 
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４ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本理念 基本目標 施策の柱 

豊

か

な

暮

ら

し

を

共

に

創

り 

健

幸

に

生

き

る 

東

峰

村 

 

１．健康づくり施策の充実・推進 

２．介護予防・自立支援・重度化防止の充実 

３．生きがいづくり・社会参加の促進 

４．雇用・就業支援の推進 

高齢者の健康 

づくりと社会 

参加の推進 

１ 

２．認知症との共生に向けた村づくりの推進 

認知症施策の 

推進 
３ 

１．認知症予防の推進 

高齢者が安心 

して暮らせる 

村づくりの  

推進 

４ 

１．災害対策の強化 

２．安全な生活環境の整備 

３．高齢者保健福祉サービス等の充実・（サービス等の見込量） 

高齢者の支援 

体制の推進 
２ 

２．地域包括支援センターの機能強化 

３．地域共生社会に向けた包括的な支援の推進 

５．高齢者の権利擁護の推進 

１．医療・介護の連携強化 

４．地域の支え合いによる生活支援の充実 
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基本目標１  

第１章  高齢者の健康づくりと社会参加の推進 
 

１ 健康づくり施策の充実・推進 

現状と課題 

●・本村では、高齢期の健康課題の解決には、若年期からの対策が重要であるとい

う考え方に基づき、生活習慣病予防の推進や健診等の実施、健康増進に関する

事業に取り組んできました。 

●・高齢者の虚弱（フレイル）は、要介護状態に至る前段階であり、身体面や精神

面、社会的な関わりなどにおいて多面的な問題を抱えやすく、健康障害を招き

やすいハイリスク状態を指します。高齢者生活アンケートによれば、要介護状

態になる危険因子として・「うつ傾向」・「転倒」「認知機能」・「閉じこもり傾向」の

割合が高くなっています。 

●・いきいきサロンやウォーキングマイレージ事業の参加人数が伸び悩んでおり、

今後、事業の周知及び利用促進が必要です。 
 

今後の方向性 

高齢者がいつまでもいきいきと元気に暮らすことができるよう、データ分析に基

づいた健康づくりや身近な地域で気軽に参加できる魅力的な事業を行います。 
 

主な取り組み 

名 称 取り組みの内容 

生活習慣病予防 

対策 

○生活習慣病の予防や介護予防のため、特定健康診査・検診、がん

検診の定期的な受診を促進します。また主治医と連携した保健指

導を行います。 

健康運動教室の 

充実 

○高齢者が、自らの健康づくりに必要な知識を身につけることがで

きるよう、いきいきサロン等を利用し、参加しやすい環境を整備

します。 

保険事業と介護予

防の一体的実施 

○医療・介護に関するデータ分析に基づいた個別指導やサービスの

提供を行います。 

ウォーキングマイ

レージ事業の実施

及び充実 

○ウォーキングや健康運動教室への参加等を行った場合、ポイント

を付与し、そのポイントを物品の交換等に活用できる事業です。

成人期から高齢期までの住民が楽しみながら健康づくりに取り

組めるよう、事業の周知啓発や参加者を対象としたイベント等の

実施など、内容の充実を図り、事業の活性化を図ります。 

第１章 
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２ 介護予防・自立支援・重度化防止の充実 

現状と課題 

●・本村では、要支援・要介護認定者において、要介護４・５の重度者の割合が増

加しており、今後できる限り重度化しないよう、介護予防の取り組みが求めら

れます。 

●・総合事業の訪問型サービス事業は、社会福祉協議会に委託して実施しており、

通所型サービス事業は「デイサービスセンター清和園」及び「デイサービス宝

珠の郷」の２事業所で行っています。近年、事業の利用者が減少傾向にあるた

め、サービス提供の充実とともに、事業の周知を図ることが必要です。 

 

今後の方向性 

要介護状態になることを防ぎ、また要介護状態になっても更に悪化していくこと

を防ぐため、一般介護予防事業及び介護予防・日常生活支援総合事業を実施します。 

 

主な取り組み（一般介護予防事業） 

名 称 取り組みの内容 

介護予防普及啓発

事業の推進（介護

予防教室） 

○社会福祉協議会に委託し、老人クラブとの共催事業として、各公

民館で介護予防教室を実施します。 

○村の広報紙やホームページを活用し、事業の周知啓発に努めます。 

○シルバークッキング教室は、管理栄養士による栄養指導と調理指導を

実施します。 

○健康運動教室は、認知症の正しい知識や認知症予防について、朝

倉記念病院認知症疾患医療センターから精神保健福祉士と作業療

法士を招き、講話と脳トレを実施します。 

その他、一般介護

予防事業の推進 

○その他の一般介護予防事業の実施を検討し、地域の実情に応じた

効果的な介護予防の取り組みを推進します。 

【その他、一般介護予防事業】 

・介護予防把握事業 

・地域介護予防活動支援事業 

・一般介護予防事業評価事業 

・地域リハビリテーション活動支援事業 
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主な取り組み（介護予防・日常生活支援総合事業） 

名 称 取り組みの内容 

訪問型サービス 

事業の実施 

①訪問型サービスＡ（緩和した基準によるサービス） 

総合事業対象者、要支援１・２の認定者を対象に、ホームヘルパー

を利用者宅に派遣し、家事に対する支援・指導や日常生活に関する支

援・指導、相談・援助を行います。 

②訪問型サービスＣ（短期集中予防サービス） 

口腔内検査において、治療及び改善指導が必要で指導を希望する総

合事業対象者又は要支援１・２の認定者を対象に、歯科衛生士が訪問

指導を行います。 

通所型サービス 

事業の実施 

①通所型サービスＣ（短期集中予防サービス・機能訓練事業） 

総合事業対象者を対象に、転倒骨折の防止や加齢に伴う運動器の

機能低下の予防・向上を目的に機能訓練を実施します。 

②通所型サービスＣ（短期集中予防サービス・通所リハビリ教室） 

総合事業対象者、要支援１・２の認定者を対象に、短時間の通所

によるリハビリを通して、加齢に伴う運動機能の低下の予防ならび

に運動機能の向上を図ります。 

介護予防ケアマネ

ジメントの実施 

○要支援認定者に対する介護予防支援（予防給付プランの作成等）

や総合事業対象者及び要支援認定者に対し、個人の状況に合わせ

た目標を設定し、介護予防ケアプランの作成、サービス提供後の

モニタリングを実施します。今後も利用者の自立支援や重度化防

止につながるよう、ケアマネジャーの質の向上を含め、介護予防

ケアマネジメント及び研修の充実に努めます。 

住民主体による 

通いの場の充実 

○ボランティアや地域住民等が身近な地域において、運動や体操等

の活動を行う自主的な「通いの場」の継続的な運営と充実を支援

します。 

生活支援サービス

の実施 

（配食サービス） 

○社協職員が、ひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯等を対象に

弁当を渡し、利用者の食の確保の充実、健康状態や安否確認を行

いながら、自宅での生活の安定を図ります。 

高齢者を中心とし

た地域の支え合い

体制の構築 

○元気な高齢者が日常生活に支援を要する高齢者を支える互助活

動を推進し、地域における介護サービスの担い手不足の解消とと

もに、支える側の高齢者の健康増進と介護予防、生きがいづくり

も視野に入れた支え合いの仕組みづくりに努めます。 
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３ 生きがいづくり・社会参加の促進 

現状と課題 

●・老人クラブ会員数は減少傾向にあります。老人クラブ活動の周知啓発等により、

活動の活性化を図り、高齢者の生きがいや健康づくりを推進することが必要で

す。 

●・高齢者福祉に関するアンケート調査によれば、生きがいづくりのために今後取

り組みたいことは、・「家族との時間を過ごすこと」が29.8％と最も高く、・「スポ

ーツや趣味・娯楽などの活動」（28.9％）、「高齢者同士のサロン活動」（22.1％）

となっています。 

●・高齢者生活アンケートによれば、地域づくりへの参加者としての参加意向は７

割を超えています。 

●・性別、年齢、地区によって参加の場や頻度が異なるため、高齢者全体の社会参

加を促進するためには、それぞれの実情やニーズに合った取り組みが求められ

ます。 

 

今後の方向性 

地域活動に参加意欲のある高齢者が生きがいを持って活躍できる場を確保する

とともに、活動への支援を行います。 

 

主な取り組み 

名 称 取り組みの内容 

老人クラブ活動の

推進 

○村の広報紙やホームページ、とうほうテレビ等を活用し、活動内

容を周知します。特に、定年退職を迎える世代を呼び込むための

周知方法を工夫し、参加を促進します。 

ボランティア活動

の推進 

○ボランティア活動への関心を高めるための周知啓発や高齢者が

参加しやすいボランティア活動の情報提供を行い、参加促進を図

ります。 

○ボランティア講座の開催などを福岡県NPO・・ボランティアセン

ターや社会福祉協議会と連携して行い、ボランティアの育成に努

めます。 

介護支援ボランテ

ィア事業の検討 

○高齢者がボランティア活動を通して地域貢献するとともに、高齢

者自身の社会参加活動を通した介護予防を推進する介護支援ボ

ランティア事業を検討します。 
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名 称 取り組みの内容 

世代間交流事業の

促進 

○保育所（園）児や小・・中学生の児童・生徒など、世代を超えて交

流することにより、地域の伝統の伝承や心のふれあいなど、交流

の機会を図ります。 

生涯学習活動の 

充実 

○高齢者の生きがいづくりに向けた生涯学習やスポーツ活動の場・

機会の充実を図ります。また、社会福祉協議会が実施する「高齢

者大学」の充実や周知に努め、新たな参加者を増やし、事業の継

続と活性化を目指します。 

いきいきサロン 

事業の推進 

○地域の公民館、集会所または個人宅等において、高齢者を招き、

茶話会・食事会等のふれあいや健康づくりに資する活動を行う地

域の支援者（団体）に補助金を交付し、活動を支援します。 

移動支援の充実 
○高齢者の自家用車、バス、乗合タクシーの利用支援など、移動に

係る課題を解消し、地域社会への積極的な参加を促します。 

地域協働の村づく

り基金事業（総務

課管轄）の実施 

○生きがいづくり、文化継承など、地域活性化のための活動を行う

行政区や集落、地域づくり団体等に対し、補助金を交付します。

事業の周知を図り、高齢者を含め、全ての住民による協働の村づ

くりを推進します。 

地域の見守りネッ

トワーク活動の促

進 

○ひとり暮らし高齢者の見守りや安否確認など、民生委員・児童委

員や集落支援員、社会福祉協議会、地域の見守り活動を行う団体

による見守りに加え、近隣住民や社会貢献活動に意欲のある高齢

者等が日常的に声かけや見守りを行うことを推奨し、地域の見守

りネットワーク活動を促進します。 
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４ 雇用・就業支援の推進 

現状と課題 

●・高齢者生活アンケートによれば、月１回以上参加する地域活動の中で、「収入の

ある仕事」への参加者が最も多くなっています。 

●・高齢者福祉に関するアンケート調査によれば、・「すでに働いている」（37.0％）、

「今後、働きたい」（10.3％）を合わせた47.3％の高齢者に就労意欲がみられ

ます。 

●・高齢者の就業機会の拡大のため、ミニシルバー人材センター事業の活動を支援

していますが、事業登録者数は、わずかに減少傾向です。 

 

今後の方向性 

農林業・商工業・観光業など様々な業種との連携を図ることで、高齢者の多様な

就業の場・機会の拡大に努め、ミニシルバー人材センターの会員拡大や、新規就業

先等の開拓に取り組みます。また、高齢者の希望に沿った就業につながるよう、ハ

ローワークとの連携や、県が実施する就業に関する相談窓口や講座開催等の情報提

供に取り組みます。 

 

主な取り組み 

名 称 取り組みの内容 

ミニシルバー人材

センター事業の活

用拡大 

○高齢者の有する知識と経験を地域社会で発揮できるよう、様々な

業種、事業所との連携・協働の下、就業の場の拡大に努めます。 

○村の広報紙やホームページ、とうほうテレビ等を活用し、事業内

容の周知や登録を呼びかけ、事業の活性化を図ります。 

就業に関する情報

提供の充実 

○ハローワーク朝倉や福岡県 70 歳現役応援センターと連携・協

働に努め、高齢者への求人情報や就業に関する相談窓口、技能等

取得に向けた講座の開催など、情報提供の充実に取り組みます。 

就労支援の充実 
○高齢者の就業等を促進するため、就労的活動支援コーディネーター

（就労的活動支援員）の設置について検討します。 
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基本目標２  

第２章  高齢者の支援体制の推進 
 

１ 医療・介護の連携強化 

現状と課題 

●・高齢者福祉に関するアンケート調査によれば、高齢者の38.4％が・『介護が必要

になった場合、自宅での介護を希望する』と回答しています。また、・『在宅医療

を希望する』という回答は、高齢者全体で38.1％、自宅介護希望者では54.6％

となっており、在宅で医療と介護の両方を受けながら、できれば最期を迎えた

いというニーズがみられます。 

●・本村における令和３年の在宅での死亡割合は 2.7％となっており、県内 60 市

町村の中で最も低くなっています。（資料：厚生労働省「在宅医療にかかる地域

別データ集」より） 

●・本村では、在宅医療と介護連携の推進を図るため、朝倉医師会に委託し、在宅

医療・介護連携の推進を図っています。しかし、医療機関や訪問看護ステーシ

ョン等が不足していることから、在宅療養や在宅での看取りは進んでいません。 

●・高齢化の進行により、疾病や障がいを抱える高齢者の増加が見込まれる中、住

み慣れた地域でできる限り生活を続け、自宅で最期を迎えたいという希望を実

現していくことが求められます。 

 

今後の方向性 

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、

在宅医療・・介護サービスを一体的に提供する体制の構築を推進します。また、住民

に在宅医療・介護についての啓発を行い、地域全体で意識醸成を行います。 

 

  

第２章 
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主な取り組み 

名 称 取り組みの内容 

地域住民への 

普及・啓発 

○介護教室（終活セミナー）に、朝倉在宅医療連携拠点事業委員会

から講師を派遣し、在宅医療・介護、看取りに関する住民向けの

講座を実施します。 

○在宅医療・介護のサービスの内容や利用方法、相談窓口等につい

てパンフレット等を配布し、普及啓発に取り組みます。 

○本人が望む最期を迎えるため、自らが望む医療やケアについて前

もって考え、家族や医療・介護関係者と話し合い、共有する取り

組み（ACP：アドバンス・ケア・プランニング）について周知し、

推進に努めます。 

保健・医療体制の

充実 

○村内外の病院や介護サービス事業所等と連携を図り、日常の療養

支援から急変時の対応など、医療体制の充実を図ります。 

○疾病予防の観点から、健康増進部門と連携し、KDB（国保デー

タベース）を活用した健康状態の把握、健診等の受診勧奨や保健

指導を実施します。 

在宅医療・介護連

携推進事業の実施 

○朝倉市及び筑前町と共同で朝倉医師会に委託し、朝倉在宅医療連

携拠点事業委員会の協力の下、「在宅医療・介護連携推進事業」

に取り組みます。 

医療・介護関係者

の連携会議の開催 

○必要に応じて、在宅医療・介護連携の課題の抽出と解決策につい

て協議を行います。 

医療・介護関係者

の情報共有 

○在宅療養や看取り、入退院時の情報共有の手順等を定めた情報共

有ツールの整備に努め、地域の医療・介護関係者間の情報共有を

支援します。 

医療・介護関係者

の研修会の実施 

○人生の最終段階における医療処置や在宅ケアの対処方法、多職種

連携等に関する医療・介護に関する研修会の実施に努めます。 
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２ 地域包括支援センターの機能強化 

現状と課題 

●・地域包括支援センターは、地域の高齢者を総合的に支えていくための拠点とし

ての役割を担っています。 

●・本村では、地域包括ケアシステムの中核機関として、地域包括支援センターを

小石原庁舎に１か所設置しています。 

●・高齢者福祉に関するアンケート調査によれば、地域包括支援センターを「知っ

ている」と回答したのは40.7％となっており、周知が課題となっています。 

 

今後の方向性 

地域包括ケアシステムの深化・推進に向け、その中核的な役割を担う地域包括支

援センターの職員体制の充実を図り、関係機関との連携や総合相談業務等を行うた

めの体制整備と機能強化に努めます。 

 

主な取り組み 

名 称 取り組みの内容 

地域包括支援セン

ターの周知啓発 

○広報紙やホームページ等を活用し、地域包括支援センターの周知

を行い、村民にとって身近な相談窓口としての定着を図ります。 

職員体制の充実 

○社会福祉士、保健師、主任ケアマネジャーの３職種について、業

務量に応じた人員を確保し、地域に根ざしたきめ細かな対応を行

います。 

総合相談支援事業 

○高齢者やその家族等からの相談を受け付け、専門的な視点から必

要な支援を行います。また、相談内容に応じ、各関係機関等と連

携し、適切なサービスにつながるよう支援します。 

権利擁護事業 
○高齢者の権利や財産を守るため、成年後見制度等の利用支援や消

費者被害防止、虐待防止等、権利擁護対策に取り組みます。 

包括的・継続的ケア

マネジメント事業 

○高齢者の状況や変化に応じた適切なケアマネジメントの実施、ケ

アマネジャーの技術向上のための個別指導、支援困難事例等への

指導・助言等を行います。 

介護予防ケアマネ

ジメント事業 

○要支援認定者又は支援や介護が必要となる可能性が高い人に必要

なサービスが提供されるよう、介護予防ケアプランを作成します。 

地域ケア会議の 

実施 

○地域包括支援センターが中心となり、多職種共同によるネットワ

ークの構築、またそれを活用した個別事例や地域課題の検討、政

策への反映に向けた議論をするため、地域ケア会議を定期的に開

催します。 
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３ 地域共生社会に向けた包括的な支援の推進 

現状と課題 

●・ ・「地域共生社会」とは、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」と

いった画一的な関係を超え、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として

参画し、世代や分野を超えて「丸ごと」つながり、地域をともに創っていく社

会とされています。 

●・子育てと親の介護が同時期に発生する状態（ダブルケア）や80歳代の親が50

歳代の子どもを経済的に支える状態となり、生活が困窮していく問題（8050

問題）等、地域住民の抱える生活課題は複雑化・複合化しています。 

●・人口減少や高齢化等により、地域を支える担い手の確保に課題もみられ、これ

までの「支える側」と「支えられる側」といった画一的な関係による支え合い

に捉われることなく、年齢や性別を超えて、住民がともに支え合う地域づくり

を進めていくことが必要です。 

 

今後の方向性 

住民一人ひとりが地域の課題を「我が事」として受け止め、その課題解決に向け

て参画できる地域づくりを目指し、福祉意識の向上に向けた普及啓発や、地域住民、

地域の関係団体・関係機関、行政が協議できる場の創出など、「地域共生社会」の

実現に向けた取り組みを推進します。 

 

主な取り組み 

名 称 取り組みの内容 

福祉意識を高める

普及啓発の推進 

○地域の課題を知り、「我が事」として捉え、課題解決に向けた行

動につながるよう、広報やあらゆる場・機会を活用し、福祉意識

を高める普及啓発を推進します。 

共生型サービスの

実施検討 

○通所介護サービス事業所で障がいのある子どもの受け入れなど、

多世代交流・多機能型の福祉拠点の整備について、国や周辺自治

体の動向を踏まえながら、実施を検討していきます。 

包括的な支援体制

の整備 

○地域住民の複雑化・複合化した課題に対応するため、福祉の推進

を目的に活動している団体や専門職等と行政が連携し、多機関の

協働による包括的な支援体制の整備に努めます。 

総合相談窓口の 

整備 

○関係機関との連携のもと、属性や世代を問わず様々な相談内容に

ついて総合的に相談できる体制の整備に努めます。 
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４ 地域の支え合いによる生活支援の充実 

現状と課題 

●・高齢者が抱える課題の多くは、様々な要素が混在しており、公的サービスやボ

ランティアだけでは十分に解決されないことがあります。地域では、そうした

課題を友人やご近所等の自然なお付き合いの中で解決し合って生活しているこ

とも多くあります。 

●・本村では、こうした地域の特性を踏まえ、サービスだけではなく、生活の中に

ある支え合いを特に重点的に推進しています。 

●・高齢者福祉に関するアンケート調査によれば、となり近所で困っている人や世

帯に対して、約８割の高齢者が何かしらの手助けができると回答しています。 

 

今後の方向性 

高齢者単身世帯や高齢者のみの世帯が増加する中、高齢者が住み慣れた地域で安

心して暮らし続けるため、多様な関係主体と連携・協力し、生活支援の充実を図り

ます。 

 

主な取り組み 

名 称 取り組みの内容 

支え合い事例や組

織的な活動事例の

広報 

○村の広報紙やホームページを活用し、日常生活の支え合い事例や

住民主体の活動の周知を図ります。活動の価値を評価し、広めて

いくことで地域力を引き出し、支え合いの普及、継承につなげて

いきます。 

生活支援コーディ

ネーターの活動促

進 

○社会福祉協議会に配置している生活支援コーディネーター（地域

支え合い推進員）による地域資源等の調査から、生活支援等サー

ビスの提供体制の構築に向けた調整を進めます。 

協議体の機能強化 

○第１層協議体に参画する生活支援コーディネーターや集落支援

員等と連携・協働し、高齢者及び地域のニーズ把握や生活支援等

サービスの創出に向けた協議を進めていきます。また、より地域

の特性を配慮しながら協議を行う第２層協議体の設置も検討し

ていきます。 

高齢者主体の地域

づくりの推進 

○各地区で取り組むいきいきサロンの代表者会議の開催やリーダ

ー養成講座等を実施し、サロン活動の支援につなげていきます。 

○社会福祉協議会が開催するボランティア養成講座等の周知啓発

を行い、高齢者のボランティア活動への参加を呼びかけます。 
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５ 高齢者の権利擁護の推進 

現状と課題 

●・本村の成年後見制度※１利用者数は、平成29年から令和４年にかけて５人前後

で推移しています。（資料：福岡家庭裁判所より） 

●・高齢者福祉に関するアンケート調査によれば、成年後見制度について「内容ま

で知っている」と回答した人は21.5％となっていますが、・『利用したい』とい

う回答は57.6％となっています。 

●・成年後見制度の利用意向は高い状況ですが、住民や関係者に制度や利用が有効

な対象者像が十分に周知されていないことが課題となっています。 

 

今後の方向性 

高齢者が尊厳を保持しながら、住み慣れた地域で安心して暮らしていくことがで

きるよう、権利擁護支援の必要な人を早期に発見し、支援につなげるため、地域連

携ネットワークの構築や成年後見制度の利用促進を図ります。 

 

主な取り組み 

名 称 取り組みの内容 

権利擁護の周知 

啓発 

○村の広報紙やホームページ、講演会や各種講座等のあらゆる機会

を活用し、成年後見制度や高齢者虐待、詐欺や消費者トラブルな

ど、権利擁護に関する普及啓発及び情報提供の充実を図ります。 

成年後見制度の 

利用促進 

○成年後見制度を必要とする人が利用できるよう、村の地域包括支

援センターを相談窓口として周知し、対応します。また、朝倉圏

域（朝倉市、筑前町）とのネットワーク構築を進め、専門職によ

る助言等を受けながら、成年後見制度の利用支援及び相談の専門

性を高めます。 

成年後見制度利用

支援事業 

○成年後見制度の利用にあたり、必要となる費用を負担することが

困難である人に対し、成年後見制度利用支援事業助成金を村が支

給し、利用支援を行います。 

地域連携ネット 

ワークの整備 

○成年後見制度の利用が必要な人の状況に応じて、適切な支援につ

なげられるよう、地域や福祉、司法、行政など多様な分野・主体

が連携する仕組みを検討します。 

  

  

※１ 成年後見制度 

認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない人について、日

常生活自立支援事業では対応しきれない財産管理や身上保護（生活、療養看護に関す

る事務のこと）に関する契約などの法律行為を援助する仕組み。 
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名 称 取り組みの内容 

日常生活自立支援

事業※２との連携 

○社会福祉協議会が実施主体の日常生活自立支援事業を周知し、 

福祉サービスの利用手続きや金銭管理等に援助を必要とする人

が円滑に利用できるよう、連携を図ります。 

虐待の未然防止と

早期発見・早期対

応 

○地域住民や民生委員・児童委員、介護サービス事業所など、関係

機関による見守り・支援体制の充実を図り、高齢者虐待を未然に

防ぎます。 

○高齢者虐待及びその疑いを発見した場合、地域包括支援センター

や警察等の連携による早期対応に努めます。 

防犯対策の強化 

○広報紙や行政区の回覧板を活用し、高齢者を狙った犯罪の最新手

口や状況に関する広報活動及び情報提供を行い、住民の防犯意識

の向上に取り組みます。 

○地域住民や民生委員・児童委員等による見守りを推奨するととも

に、警察や関係機関と連携した防犯対策の強化に努めます。 

消費者トラブルの

未然防止、早期解

決 

○村の地域包括支援センターが相談窓口となり、消費生活相談に対

応します。 

○県の消費生活センターとの連携を図り、消費者トラブルによる被

害の未然防止と早期解決に取り組みます。 

 

 

 

  

※２ 日常生活自立支援事業 

認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分で日常生活に困って

いる人が、安心して自立した生活を送れるよう、相談をはじめ、福祉サービスを利用

する際の様々な手続きや契約などの利用援助、預貯金の出し入れや生活に必要な利用

料などの支払手続き、年金証書や預金通帳など大切な書類の管理など日常的な金銭管

理等を行う。（事業の実施主体：社会福祉協議会） 
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基本目標３  

第３章  認知症施策の推進 
 

１ 認知症予防の推進 

現状と課題 

●・高齢者生活アンケートによれば、要介護状態になる危険因子として「認知機能」

が34.8％と高くなっています。また、本人や家族に認知症の症状が「ある」と

回答した割合が11.2％となっています。 

●・高齢化に伴い、今後も認知症高齢者の増加が見込まれるため、認知症予防の推

進が必要です。その際に、「認知症にならない」といった予防ではなく、「認知

症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」という予防へ

の意識について、周知・啓発を行うことが重要です。 

 

今後の方向性 

認知症の発生を完全に予防することはできませんが、認知症になるリスクを下げ

ることは可能です。そのため、認知症の発生のリスクを下げる取り組みを推進しま

す。 

 

主な取り組み 

名 称 取り組みの内容 

認知症予防の推進 

○地域の通いの場である「いきいきサロン」において、認知症予防

に関する知識や自宅でも簡単にできる予防活動の普及啓発、保健

師等の専門職による健康相談などに取り組みます。 

○認知症発症リスクの低下に向け、健診データの結果を活用し、主

治医や薬剤師等と連携し、適切な治療の支援につなげます。また、

MCI（軽度認知障害）等、認知力低下の疑いがある人に対する早

期支援を関係者で協議し、認知症の進行防止に努めます。 

若年性認知症の 

啓発 

○若年性認知症についての正しい知識の普及を推進するとともに、

若年性認知症の早期発見・早期対応へつなげていきます。 

 

  

第３章 
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２ 認知症との共生に向けた村づくりの推進 

現状と課題 

●・本村では、認知症やもの忘れに関する相談について、地域包括支援センターが

窓口となり、「認知症初期集中支援チーム」（筑前町の朝倉記念病院に事業委託）

やケアマネジャー、かかりつけ医と連携・協働し、認知症の早期発見や早期治

療など、適切な支援につなげています。 

●・定期的に「もの忘れ出張相談」の実施や認知症地域支援推進員による認知症の

相談対応、専門機関との連携等に取り組んでいます。 

●・本村では、家族介護者支援事業の「介護教室」や「リフレッシュ事業」を実施

していますが、参加者は伸び悩んでいます。認知症の家族の介護に携わる人の

中には、介護疲れで気分が落ち込んでしまったり、現状の生活に限界を感じて

しまう人がいることも十分に考えられます。 

 

今後の方向性 

住民が、認知症を正しく理解し、高齢者を見守ることができるよう、知識の普及

や認知症サポーターの養成、家族等介護者への支援の取り組みを推進します。また、

認知症を早期に診断し、適切な医療等のサービスを受けられるよう、認知症初期集

中支援チームや認知症地域支援推進員の活動を推進します。 

 

主な取り組み 

名 称 取り組みの内容 

認知症に関する 

正しい理解の普及

啓発 

○認知症に関する正しい知識の普及啓発や小・中学生に対する福祉

教育の推進に取り組み、地域で認知症の人を支える地域づくりに

取り組みます。 

認知症サポーター

養成講座の実施 

○認知症に対する正しい知識の普及・啓発に向けて、企業や小・中

学校、地域コミュニティ等と連携し、幅広い世代の認知症サポー

ターを養成し、認知症の人を温かく支援できる地域づくりを推進

します。 

家族等介護者への

支援の充実 

○家族等介護者が互いに情報交換や悩みを話し合う場として、社会

福祉協議会に委託して行っている家族介護者支援事業（介護教

室）や介護者リフレッシュ事業（介護者交流会）を継続して実施

します。 

○事業の周知を図り、介護に係る精神的負担の軽減など、家族等介

護者への支援の充実に努めます。 
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名 称 取り組みの内容 

認知症初期集中支

援チームによる支

援体制の強化 

○認知症の早期診断・早期対応のため、朝倉記念病院に認知症初期

集中支援チームを委託し、村の地域包括支援センターやケアマネ

ジャー、かかりつけ医と連携しながら、認知症の容態に応じた適

切な医療・介護が提供される支援体制の強化を推進します。 

○認知症初期集中支援チームの周知に努めます。 

認知症ケアパスの

作成 

○認知症と疑われる症状が発生した場合に、本人やその家族が、い

つ、どこで、どのような医療や介護サービスを受ければよいか理

解できるよう、状態に応じた適切なサービスの流れを分かりやす

く示した図表「認知症ケアパス」の作成・配付に努めます。 

もの忘れ出張相談

の実施 

○高齢者本人や家族等からの認知症に関する相談窓口として、月に

１回、認知症初期集中支援チームの精神保健福祉士による「もの

忘れ出張相談」を実施します。また、実施の周知に努めます。 

認知症地域支援推

進員の活用及び相

談窓口の周知 

○地域包括支援センターに配置されている認知症地域支援推進員

を活用し、高齢者やその家族等を支援する相談業務、認知症専門

医や介護サービス事業者等との連携に努め、支援体制の充実に取

り組みます。 

○認知症に関する相談対応の増加を見込み、認知症地域支援推進員

の確保や相談窓口の周知を図ります。 

高齢者の見守りネ

ットワークの構築 

○認知症高齢者等の徘徊等により行方不明となった場合に、早期発

見・保護するため、関係機関・団体等の協力体制を図る「認知症

高齢者等SOSネットワーク事業」を設置しています。 

○事業の周知を図り、地域の協力機関（団体）、協力事業所等を拡

充し、ネットワークの構築に取り組みます。 

○人命救助探知機（ヒトココ）の無料貸出事業の周知・・啓発及び利

用促進を図ります。 
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基本目標４  

第４章  高齢者が安心して暮らせる村づくりの推進 
 

１ 災害対策の強化 

現状と課題 

●・平成 29 年７月九州北部豪雨災害では、住宅、インフラ、産業等の広範囲にわ

たり、甚大な被害を受けました。復旧がようやく終わりに近づいた状況のなか、

令和５年７月豪雨で再び甚大な被害が発生しました。 

●・近年の災害発生状況を踏まえ、災害対策の重要性が高まっています。 

●・令和５年度に高齢者等の情報を一元的に管理する高齢者台帳の見直しを行いま

した。 

●・集落支援員によってひとり暮らし高齢者などへ週１回の安否確認が行われてい

ます。 
 

今後の方向性 

高齢者等の避難行動要支援者に対し、災害発生時や緊急時に適切な救援活動・避

難支援が行えるよう、関係課や関係団体、介護サービス事業者等と連携しながら、

災害対策の充実に取り組みます。 
 

主な取り組み 

名 称 取り組みの内容 

避難支援体制の 

強化 

○災害発生時における高齢者の安全確認や避難誘導を迅速に行うた

め、地域住民や行政区、民生委員・児童委員、集落支援員、自主

防災組織、消防団等と連携し、避難支援体制の強化を図ります。 

避難行動要支援者

への支援 

○避難行動要支援者名簿のさらなる整備に向け、自主防災組織、民

生委員・児童委員、集落支援員、関係機関等との情報共有を図り

ながら、随時更新を行います。 

○個別の避難支援計画を作成し、安否確認や緊急時の連絡体制、避

難支援体制の確立を進めます。 

介護事業所との 

連携 

○各介護事業所における防災計画の見直しや避難訓練の実施を促

進するとともに、災害発生時のライフラインの供給体制や必要な

物資の備蓄状況を確認し、防災対策の充実を推進します。 

○在宅で生活する要介護認定者や認知症の高齢者など、特別なケア

を必要とする人が、安心して避難生活を送れるよう、福祉避難所

の設置・運営に関して村内の介護施設等と協定締結に努めます。 

第４章 
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２ 安全な生活環境の整備 

現状と課題 

●・高齢者が住み慣れた地域で安心して快適に生活していくためには、日常生活や

社会参加を阻害する様々な障壁を取り除き、高齢者等に配慮した生活環境が整

備されていることが重要です。 

●・本村では、生活交通の確保が大きな課題となっていたため、令和５年８月 21

日から「東峰村乗合タクシー」の運行を開始しました。 

●・一方、本村は山間部に位置し、買い物を行う店舗や医療機関が少ないため、村

外へ出かける必要があり、高齢者が車を手放して生活することが難しい一面も

あります。 

●・公共施設・建築物等の手すりやスロープを設置するなど、バリアフリー化・ユ

ニバーサルデザインの推進に取り組んでいます。 

 

今後の方向性 

高齢者が安心して、気軽に外出できるよう、移動手段の確保など支援の充実に努

めます。また、住まい、道路、公共施設等が、高齢者にとって安全で利用しやすい

ものとなるよう、住宅改修等の推奨や村全体のバリアフリー化・ユニバーサルデザ

インの推進、高齢者やその家族の希望に沿った住まいの提供に努めます。 

 

主な取り組み 

名 称 取り組みの内容 

交通安全対策の 

推進 

○交通安全に関する広報活動や高齢者の交通安全教室等を開催し、

交通安全の意識向上を図ります。また、高齢運転者の免許証更新

時の高齢者講習の推奨や高齢者及びその家族からの運転に関する

相談に適切に対応します。 

○高齢者の事故防止に重点を置いた標識の設置など、地域の交通環

境の整備に努めます。 

高齢者安全運転 

装置設置促進事業 

○高齢者の交通事故の未然防止を図るため、高齢者が自家用車への

安全運転装置（急発進防止装置）の取り付けに要する費用の一部

を補助します。 

免許証自主返納支

援事業 

○高齢者の交通事故の未然防止及び外出を支援するため、運転免許

証を自主返納した際にタクシー券を交付します。 
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名 称 取り組みの内容 

高齢者外出支援タ

クシー利用助成事

業 

○高齢者の外出を支援するため、自動車運転免許証と自家用車を有

さず、かつ福祉タクシーの利用者（障害者手帳所持者）に該当し

ない高齢者にタクシー料金の助成券を交付します。 

乗合タクシーの 

運行 

○村内での乗降が可能な乗合タクシーを運行します。村内の交通空

白地域を解消し、高齢者等の移動を支援します。 

多様な主体による

日常生活の支援 

○外出などの移動や買い物が不自由な高齢者を支援するため、生活

支援体制整備事業と連携し、地域の状況に応じた対応を協議しな

がら、多様な主体による支援体制の確立に努めます。 

住宅改修・福祉用

具利用の促進 

○居宅の安全性と利便性を確保するため、居宅内の手すりの設置や

床の段差解消等の改修の経費を助成する「高齢者住宅改造助成事

業」を村独自で実施します。 

○介護保険の認定者には、介護保険制度による住宅費の支給があり、

情報提供を行います。 

○高齢者個々の生活環境や身体の状況に応じた福祉用具の利用方法

について、指導や情報提供を行い、自立を促します。 

住まいの確保 

○医療・介護・福祉が連携して高齢者を支援するサービス付き高齢

者向け住宅をはじめ、高齢者やその家族が希望する住まいの情報

を提供します。 

○高齢者や低額所得者等の住宅確保要配慮者に対応するため、村内

の空き家の状況を把握し、空き家の所有者の同意の下、賃貸住宅

として活用することを検討します。 

公営住宅の改善 
○老朽化が進む公営住宅について、改善や建て替えを計画的に進め、

安全で安心して過ごせる居住空間の整備に努めます。 

バリアフリー化・

ユニバーサルデザ

インの推進 

○村内の公共施設・建築物等の手すりやスロープなどの設置に努

め、バリアフリー化・ユニバーサルデザインの推進に取り組みま

す。 
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３ 高齢者保健福祉サービス等の充実（サービス等の見込量） 

在宅で暮らす高齢者が安心して生活を送れるよう、村独自の高齢者福祉サービス

を展開しています。引き続き、高齢者の日常生活を支援するため、事業の継続と充

実を図るとともに、周知啓発に取り組みます。 

サービスの内容、今後の見込みとその考え方について、次のように整理します。 

■高齢者福祉サービスの区分 

区 分 サービス名 

在宅生活の支援 

１）高齢者外出支援タクシー券 

２）緊急通報装置の貸与 

３）在宅介護支援事業（おむつの支給） 

４）在宅ねたきり老人等介護手当支給 

５）寝具類等洗濯乾燥消毒サービス 

社会参加・ 

生きがいづくり 

１）福祉バス運営事業（団体利用・遺族輸送） 

２）ミニシルバー人材センター事業 

３）老人クラブの活動支援 

４）敬老祝品の贈呈、敬老事業補助金の交付 

５）高齢者大学 

６）いきいきサロン事業 

保健福祉 １）ウォーキングマイレージ事業 

（１）在宅生活の支援 

１）高齢者外出支援タクシー券 

通院や買い物に係る移動の負担を軽減し、高齢者の自立した生活を支援するた

め、公共交通機関が整備されておらず、運転免許を有しない等の理由で日常生活

の移動が制約される高齢者にタクシー料金の助成券を交付する事業です。 

【実績と見込み】 

 
単位 

(延べ) 

実績値 計画値 

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

タクシー券交付 人 159 145 161 158 158 

※目標値：令和 4 年度、令和 5 年度の実績を参考に推計 

【今後の見込みと方針】 

・前期計画では実績値が計画値を下回っていますが、今後も利用が見込まれる

ため、村内のタクシー業者と連携し、事業の継続的な実施に努めます。  
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２）緊急通報装置の貸与 

ひとり暮らし高齢者や昼間独居の高齢者が緊急事態に陥った時に助けを求め

ることができます。また人感装置や相談機能が付いており、高齢者の安心した生

活を守るために有効な事業です。 

【実績と見込み】 

 
単位 

(延べ) 

実績値 計画値 

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

緊急通報装置の
貸与 台 582 493 528 528 528 

※目標値：令和 4 年度、令和 5 年度の実績を参考に推計 

【今後の見込みと方針】 

・ひとり暮らし高齢者等の増加が見込まれるため、事業を周知し、設置をでき

る限り進めます。また、緊急時に利用者宅に訪問し、状況確認を行う協力員

を確保するため、事業の理解促進に努めます。 

 

３）在宅介護支援事業（おむつの支給） 

在宅の寝たきりや認知症の高齢者で、常時おむつでなければ排せつすることが

できない方、月額 3,000 円若しくは 6,000 円の限度内（所得によって変動）

で紙おむつの給付、配達を行う事業です。 

【実績と見込み】 

 
単位 

(延べ) 

実績値 計画値 

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

介護給付限度額 
3,000 円 人 107 109 110 110 110 

介護給付限度額 
6,000 円 人 98 79 80 80 80 

※目標値：令和 4 年度、令和 5 年度の実績を参考に推計 

【今後の見込みと方針】 

・今後、在宅で過ごす要介護者の増加が見込まれるため、さらに事業の周知と

利用促進に努め、家族等介護者への経済的負担の軽減を図ります。 
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４）在宅ねたきり老人等介護手当支給 

在宅の寝たきりの高齢者（要介護５の認定者）を介護する家族等に対し、要介

護者一人につき、月額5,000円若しくは10,000円を支給し、経済的負担の軽

減や介護の労をねぎらうことを目的とした事業です。 

【実績と見込み】 

 
単位 

(延べ) 

実績値 計画値 

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

介護手当支給 人 0 1 1 1 1 

※目標値：令和 4 年度、令和 5 年度の実績を参考に推計 

【今後の見込みと方針】 

・対象が要介護５の認定者となっており、施設等へ入居している方がほとんど

であるため、利用者は少ない状況です。今後、事業周知による利用促進とと

もに、対象者の拡大など、事業の実施のあり方について検討していきます。 

 

５）寝具類等洗濯乾燥消毒サービス 

ひとり暮らし又は高齢者のみの世帯の方や、心身の障がい及び疾病等のために

寝たきりの高齢者を対象に、年１回、敷布団、毛布、掛け布団、マットレスを実

際の費用の１割負担で、乾燥を行うサービスです。 

【実績と見込み】 

 
単位 

(延べ) 

実績値 計画値 

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

年間実利用者数 人 20 18 21 20 20 

※目標値：令和 4 年度、令和 5 年度の実績を参考に推計 

【今後の見込みと方針】 

・令和４年度から令和５年度にかけて利用者数が減少していますが、ひとり暮

らし高齢者や高齢者のみの世帯等の増加を踏まえ、令和４年度の実績値と同

程度の利用者数を見込みます。今後、事業の周知と利用促進を図ります。 
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（２）社会参加・生きがいづくりに関する支援 

１）福祉バス運営事業（団体利用・遺族輸送） 

遺族輸送を優先として、福祉団体等の育成及び研修会参加等のため、福祉バス

を運行しています。 

【実績と見込み】 

 
単位 

(延べ) 

実績値 計画値 

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

各団体利用 回 5 17 10 10 10 

遺族輸送 回 4 9 10 10 10 

※目標値：令和 4 年度、令和 5 年度の実績を参考に推計 

【今後の見込みと方針】 

・団体利用、遺族輸送ともに毎年度10回を見込んでいます。見込みを上回る

希望がある場合にも対応できるよう、サービス提供体制を確保します。 

 

２）ミニシルバー人材センター事業 

健康かつ働く意欲のある高齢者が、仕事の提供を受ける仕組みで、草刈りや薪

割りなど、臨時的かつ短期的な就業の場を持つことにより、高齢者の生きがいづ

くり・社会参加の促進を図る事業です。 

【実績と見込み】 

 
単位 

(延べ) 

実績値 計画値 

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

登録者数 人 10 9 10 10 10 

※目標値：令和 4 年度、令和 5 年度の実績を参考に推計 

【今後の見込みと方針】 

・登録者数は、令和６年度以降も実績値と同程度を見込んでいます。今後も登

録者の維持・増加に向け、事業の周知及び参加促進を図るとともに、様々な

事業所との連携を図り、就業の場・機会の拡大に努めます。 
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３）老人クラブの活動支援 

老人クラブでは、主に地域への奉仕活動や個人の健康づくり、介護予防・認知

症予防、生きがいづくりを目的とした活動に取り組んでおり、今後も社会福祉協

議会を通じて、老人クラブの活動を支援します。 

【実績と見込み】 

 
単位 

(延べ) 

実績値 計画値 

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

会員数 人 383 402 410 402 402 

※目標値：令和 4 年度、令和 5 年度の実績を参考に推計 

【今後の見込みと方針】 

・老人クラブの会員数は、クラブ数の減少と新規会員の確保が困難な状況が見

込まれます。社会福祉協議会を通じて、今後も活動への支援を行うとともに、

活動内容の周知啓発に取り組み、活動への参加促進に努めます。 

 

４）敬老祝品の贈呈、敬老事業補助金の交付 

長年にわたり村の発展に寄与された高齢者に感謝の意を表して、70歳、77歳

（喜寿）、88歳（米寿）、100歳以上の人に、村と社会福祉協議会から記念品を

贈呈します。また、敬老事業を行った地区、公民館、団体に対して、70歳以上

の対象者１人につき、1,000 円の助成を行い、交流の場を広げる事業を実施し

ます。 

【実績と見込み】 

 
単位 

(延べ) 

実績値 計画値 

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

対象者数 人 454 392 460 450 450 

※目標値：令和 4 年度、令和 5 年度の実績を参考に推計 

【今後の見込みと方針】 

・65歳以上人口は緩やかな減少傾向にありますが、今後の３年間は令和４年

度の実績値と同程度の対象者数を見込んでいます。今後も地域における交流

の場や機会の確保に努め、敬老事業の継続を支援します。 
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５）高齢者大学 

社会福祉協議会への委託事業で、主に福祉制度等の学習会や講師を招いての講

話、健康教室の開催、視察研修など、高齢者の生きがいづくりや仲間づくりを行

っています。 

【実績と見込み】 

 
単位 

(延べ) 

実績値 計画値 

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

参加者数 人 224 125 160 165 170 

※目標値：令和 4 年度、令和 5 年度の実績を参考に推計 

【今後の見込みと方針】 

・令和５年７月豪雨の影響により、令和５年度の開催自体が少なく、参加者数

も減少しています。高齢者の生きがいづくりや仲間づくりに貢献する事業で

あるため、今後も継続した実施に努めるとともに事業を周知し参加を促すこ

とで、令和６年度以降は参加者数の増加を見込みます。 

 

６）いきいきサロン事業 

地域の支援者（団体）が、地域の公民館、集会所または個人宅等において、対

象者（65 歳以上の高齢者）を招き、茶話会・食事会等のふれあいの場づくり、

軽体操・ゲーム・レクリエーション等を行った場合に補助金を交付する事業です。 

【実績と見込み】 

 
単位 

(延べ) 

実績値 計画値 

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

登録団体数 団体 9 15 17 17 17 

参加者数 人 480 524 500 500 500 

※目標値：令和 4 年度、令和 5 年度の実績を参考に推計 

【今後の見込みと方針】 

・登録団体数、参加者数ともに増加しています。今後も事業の周知を図り、参

加を促すとともに、地域における健康づくり・介護予防、ふれあいの場づく

りを主導していく人材と登録団体の確保に努め、自主的な活動を支援してい

きます。 
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（３）保健福祉に関する事業・サービス 

１）ウォーキングマイレージ事業 

成人期から高齢期までの健康づくりとともに、参加者同士の交流や仲間づくり

を目的とした事業です。日常的なウォーキングの実施や検診の受診、健康運動教

室への参加など、健康増進につながる行動をした場合に、ポイントが獲得できま

す。獲得したポイントは物品の交換等に活用でき、楽しみながら継続して健康づ

くりに取り組むことができます。 

【実績と見込み】 

 
単位 

(延べ) 

実績値 計画値 

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

全参加者数 人 270 291 300 300 300 

65 歳以上参加者
数 人 122 134 150 150 150 

※目標値：令和 4 年度、令和 5 年度の実績を参考に推計 

【今後の見込みと方針】 

・ウォーキングマイレージ事業への参加者数の増加及び事業の活性化を図る

ため、事業の周知啓発や参加者を対象としたイベントの実施など、内容の充

実に努めます。 
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第５章 地域支援事業・介護保険事業の見込み 
 

１ 地域支援事業の見込み 

地域支援事業は、被保険者が要介護状態または要支援状態となることを予防し、

社会に参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援す

ることを目的とし、地域における包括的な相談・支援体制、多様な主体の参画によ

る日常生活の支援体制、在宅医療と介護の連携体制及び認知症高齢者への支援体制

の構築等を一体的に推進するものです。 

■地域支援事業の区分 

区 分 サービス名 

（
１
）
介
護
予
防
・ 

日
常
生
活
支
援 

総
合
事
業 

１）介護予防・生

活支援サー

ビス事業 

① 訪問型サービス 

② 通所型サービス 

③ 介護予防ケアマネジメント事業 

２）一般介護予防

事業 

○介護予防把握事業 ○介護予防普及啓発事業 

○地域介護予防活動支援事業 ○一般介護予防事業評価事業 

○地域リハビリテーション活動支援事業 

（２）包括的支援事業 

１）総合相談支援事業 

２）地域ケア会議推進事業 

３）権利擁護事業 

４）包括的・継続的マネジメント事業 

５）在宅医療・介護連携推進事業 

６）認知症総合支援事業 

７）生活支援体制整備事業 

（３）任意事業 

１）家族介護支援事業 

２）福祉用具貸与事業 

３）配食サービス 
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（１）介護予防・日常生活支援総合事業 

介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という）では、地域の実情

に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域

の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援を行

います。総合事業は65歳以上のすべての方が対象です。 

１）介護予防・生活支援サービス事業 

介護予防・生活支援サービス事業は、要支援認定者等の多様な生活支援ニーズ

に対応するため、訪問介護・通所介護の予防給付に相当するサービスに加え、住

民主体の支援等も含め、多様なサービスを制度の対象とするものです。 

① 訪問型サービス 

訪問型サービスは、総合事業対象者及び要支援認定者に対し、掃除、洗濯等の

日常生活上の支援を提供する事業です。状態に応じて多様なサービス提供主体に

よる支援を行います。多様なサービス提供主体とは、事業者指定による訪問介護

員、住民主体による自主的な活動、民間事業者、保健・医療の専門職等があげら

れます。 

【実績と見込み】 

 
単位 

(延べ) 

実績値 計画値 

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

訪問型介護予防
事業利用者数 

人 131 80 123 123 123 

口腔機能の向上
事業実施数 回 4 0 9 9 9 

※目標値：平成 30 年度から令和 5 年度の実績を参考に推計 

【今後の見込みと方針】 

・令和５年度の訪問型介護予防事業利用者数及び口腔機能の向上事業実施数

は、令和４年度に比べると少なくなっていますが、今後の高齢者のフレイル

や社会的孤立などの懸念を踏まえ、それに対応できる数値を見込みます。 
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② 通所型サービス 

通所型サービスは、総合事業対象者、要支援認定者等に対し、生活機能向上の

ための機能訓練や栄養改善などを行う事業です。訪問型サービスと同様、多様な

サービス提供主体によって高齢者の支援を行います。 

【実績と見込み】 

 
単位 

(延べ) 

実績値 計画値 

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

運動器の機能向
上事業実施数 回 96 57 86 86 86 

栄養改善事業実
施数 回 0 0 4 4 4 

※目標値：平成 30 年度から令和 5 年度の実績を参考に推計 

【今後の見込みと方針】 

・令和５年度の運動器の機能向上事業実施数は少なくなっており、また栄養改

善事業は実施できていませんが、運動器の機能向上や栄養改善の取り組みは

今後も重要であるため、事業実施数の増加を見込んでいます。 

 

③ 介護予防ケアマネジメント事業 

要支援認定者へ介護予防サービスが適切に提供されるよう、地域包括支援セン

ター（委託された居宅介護支援事業所を含む）が、心身の状況や生活環境、本人

やその家族の希望等に沿って、アセスメントを行うとともに、本人が自立した生

活を送ることができるよう、ケアプランの作成を行います。 

【実績と見込み】 

 
単位 

(延べ) 

実績値 計画値 

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

ケアプラン作成
対象者数 人 380 286 272 326 392 

※目標値：平成 30 年度から令和 5 年度の実績を参考に推計 

【今後の見込みと方針】 

・ケアプラン作成対象者数は、令和５年度に減少していますが、これまでの実

績を踏まえ、増加を見込んでいます。 
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２）一般介護予防事業 

一般介護予防事業は、介護予防の知識を学び、通いの場や地域サロンなど、地

域の身近な場所で人と人のつながりを通して介護予防の活動を継続できるよう

に支援するための事業です。 

本村では、一般介護予防事業の「介護予防普及啓発事業」において、運動、栄

養に関する介護予防教室を社会福祉協議会に委託して実施しています。 

【実績と見込み】 

 
単位 

(延べ) 

実績値 計画値 

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

シルバークッキン
グ教室 
実施団体数 

団体 6 6 7 7 7 

健康運動教室 
実施団体数 団体 7 5 9 9 9 

※目標値：平成 30 年度から令和 5 年度の実績を参考に推計 

【今後の見込みと方針】 

・介護予防に関するニーズの高まりとこれまでの実績を踏まえ、増加を見込ん

でいます。 

 

（２）包括的支援事業 

１）総合相談支援事業 

高齢者への情報提供等の初期相談から、継続的・専門的な相談援助まで対応す

る総合的な相談支援を地域包括支援センターが行っています。 

【実績と見込み】 

 
単位 

(延べ) 

実績値 計画値 

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

総合相談支援 
事業利用者数 人 95 98 98 118 141 

※目標値：平成 30 年度から令和 5 年度の実績を参考に推計 

【今後の見込みと方針】 

・総合相談支援事業への相談内容は多岐にわたっており、今後も利用者は増え

ることが予想されるため、令和６年度以降は、毎年度20人程度の増加を見

込みます。高齢者やその家族等への様々な支援を可能とするため、訪問や地

域におけるネットワークを通じ、高齢者の相談や困りごとを把握し、サービ

スに関する情報提供や継続的・専門的な相談支援等に取り組みます。  
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２）地域ケア会議推進事業 

地域ケア会議では、多職種協働による個別事例の検討等を行い、地域のネット

ワーク構築、ケアマネジメント支援、地域課題の把握等を行います。 

【実績と見込み】 

 
単位 

(延べ) 

実績値 計画値 

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

地域ケア会議 
開催回数 回 8 8 10 10 10 

※目標値：平成 30 年度から令和 5 年度の実績を参考に推計 

【今後の見込みと方針】 

・新しい情報を把握しながら地域課題を検討し、地域のネットワークを強化す

るため、令和６年度以降は、10回の開催頻度を見込んでいます。個別事例

の検討から村全体として必要な政策形成（サービス）につながるよう、会議

の質の向上に努めます。 

 

３）権利擁護事業 

高齢者の権利や財産を守るため成年後見制度の活用や、訪問販売や詐欺などの

消費者被害を未然に防止するための講演会の開催、老人福祉施設等への措置入所

支援、高齢者の虐待防止及び発見した際の対応などを行います。 

【実績と見込み】 

 
単位 

(延べ) 

実績値 計画値 

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

成年後見制度 
利用支援事業 
利用者数 

人 0 0 1 1 1 

※目標値：平成 30 年度から令和 5 年度の実績を参考に推計 

【今後の見込みと方針】 

・成年後見制度の利用にあたり、必要な費用を負担することが困難である人に

対し、助成を行います。今後、成年後見制度の普及啓発と利用促進に努め、

権利擁護に係る相談の専門性を高めます。 

 

４）包括的・継続的マネジメント事業 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、個々の高齢者の状

況や変化に応じて適切なケアマネジメントを長期的に実施するとともに、ケアマ

ネジャーの日常的な個別指導や支援困難事例等への指導・助言を行います。 
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５）在宅医療・介護連携推進事業 

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が住み慣れた地域で自分らしい

暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の医療・介護関係者によ

る会議の開催、在宅医療・介護関係者の研修等を行い、在宅医療・・介護サービス

を一体的に提供する体制を構築します。 

 

６）認知症総合支援事業 

認知症の人やその家族が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、認

知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員を中心として、医療・介護等の

連携を強化し、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図ります。 

 

７）生活支援体制整備事業 

生活支援コーディネーターと協議体が、地域のニーズや資源の把握、問題提起

を行うとともに、生活支援サービスを担う多様な事業主体と連携しながら、日常

生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図ってい

きます。 

 

（３）任意事業 

１）家族介護支援事業 

高齢者を介護する家族等の身体的、精神的負担の軽減を図り、要介護高齢者の

在宅介護の継続を図る事業です。 

【実績と見込み】 

 
単位 

(延べ) 

実績値 計画値 

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

介護教室参加者
数 人 70 0 50 50 50 

リフレッシュ事業 
利用者数 人 0 0 5 5 5 

※目標値：平成 30 年度から令和 5 年度の実績を参考に推計 

【今後の見込みと方針】 

・要介護者及び家族等介護者に対する必要な支援として、今後も事業の周知と

参加促進を図ります。 
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２）福祉用具貸与事業 

在宅で暮らす認知症高齢者等が徘徊のために行方がわからなくなっても、早期

に発見し、事故防止につなげるため、人命救助探知機（ヒトココ）を無償で貸し

出す事業です。 

【実績と見込み】 

 
単位 

(延べ) 

実績値 計画値 

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

貸出台数 台 0 0 5 5 5 

※目標値：平成 30 年度から令和 5 年度の実績を参考に推計 

【今後の見込みと方針】 

・高齢者の安全確保や家族等の負担軽減を目的として、事業の周知啓発と利用

促進を図ります。また、認知症高齢者等の増加が見込まれるため、毎年度５

台程度の利用を見込みます。 

 

３）配食サービス 

社会福祉協議会に事業委託して実施しており、食事の確保が困難なひとり暮ら

しの高齢者などを対象に、毎週２回までの夕食を宅配する事業です。また、食生

活の改善だけでなく、定期的に訪問することで、高齢者の状態の変化や困りごと

を把握し、必要な支援に結び付ける役割の一つとなっています。 

【実績と見込み】 

 
単位 

(延べ) 

実績値 計画値 

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

年間実利用者数 人 36 26 27 27 28 

年間配食数 回 300 200 200 240 288 

年間延べ配食数 食 2,071 1,500 1,500 1,800 2,160 

※目標値：平成 30 年度から令和 5 年度の実績を参考に推計 

【今後の見込みと方針】 

・年間実利用者数、年間配食数及び年間延べ配食数は、令和５年度に減少して

いますが、ひとり暮らし高齢者の増加やこれまでの実績から増加を見込んで

います。今後も事業の周知啓発に取り組み、高齢者のニーズに応じた配食サ

ービスを展開していきます。 
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２ 介護保険事業等の見込み 

（１）介護保険給付によるサービスの概要 

介護保険事業に係るサービスの種類ごとの見込み量の確保や保険給付の円滑な

実施に向け、介護保険事業全般の管理業務や認定と給付に関する業務は、福岡県介

護保険広域連合（以下、「広域連合」という）が実施しています。 

また、介護給付は要介護認定者、予防給付は要支援認定者を対象としており、サ

ービスには、在宅の要介護者を対象とする居宅サービスや利用者が可能な限り住み

慣れた地域での生活を継続できるようにするための地域密着型サービス、介護保険

施設の入所者を対象とする施設サービスなどがあります。 

■サービスの内容 

 サービス名 サービスの内容 

居
宅
サ
ー
ビ
ス 

訪問介護 

※要支援認定者は総合事業による
実施 

ヘルパーが利用者宅を訪問し、食事・排せつ・入浴等の

身体介護や、調理・洗濯・掃除等の生活援助を行います。 

訪問入浴介護/介護予防訪問入浴介

護 
介護用浴槽を利用者宅に運び、入浴の援助を行います。 

訪問看護/介護予防訪問看護 
看護師等が利用者宅を訪問し、医師の指示に基づいて

療養上の世話や診療の補助を行います。 

訪問リハビリテーション/介護予

防訪問リハビリテーション 

理学療法士や作業療法士等が利用者宅を訪問し、心身

機能の維持回復を図り日常生活の自立を支援するため

に、理学療法や作業療法を行います。 

居宅療養管理指導/介護予防居宅療

養管理指導 

医師や歯科医師等が利用者宅を訪問し、療養上の指導

や助言を行います。 

通所介護 

※要支援認定者は総合事業による
実施 

デイサービスセンター等において、食事・排せつ・入浴

等の介護や機能訓練を行います。 

通所リハビリテーション/ 

介護予防通所リハビリテーション 

介護老人保健施設や医療施設等において、心身機能の

維持回復や自立支援のためのリハビリテーションを行

います。 

短期入所生活介護/介護予防短期入

所生活介護 

特別養護老人ホーム等に一時的に入所し、食事・排せ

つ・入浴等の介護を行います。 

短期入所療養介護/介護予防短期入

所療養介護 

老人保健施設や医療施設等に一時的に入所し、食事・排

せつ・入浴等の介護や機能訓練を行います。 

特定施設入居者生活介護/ 

介護予防特定施設入居者生活介護 

特定施設の入居者を対象に、食事・排せつ・入浴等の介

護や機能訓練、療養上の世話を、施設が提供します。 

福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸

与 

日常生活の自立支援を目的とした福祉用具を貸与しま

す。 

特定福祉用具購入/介護予防特定福

祉用具購入 

日常生活の自立支援及び介護予防を目的とした福祉用

具を購入した場合に、保険が適用されます。 

住宅改修/介護予防住宅改修 
日常生活の自立支援及び介護予防を目的とした住宅改

修を行った場合に、保険が適用されます。 
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 サービス名 サービスの内容 

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス 

夜間対応型訪問介護 

※要支援認定者は利用不可 

夜間にヘルパー（訪問介護員）が利用者宅を訪問し、排

せつ等の介護を行います。定期的に巡回して訪問する巡

回訪問介護と、通報により訪問する臨時対応訪問介護が

あります。 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

※要支援認定者は利用不可 

日中・夜間を通じて訪問介護と訪問看護を一体的に、また

それぞれが密接に連携しながら短時間の定期巡回と随時

対応を組み合わせた日常生活上の支援や看護師等による

療養上の世話等を行います。 

認知症対応型通所介護/ 

介護予防認知症対応型通所介護 

認知症の利用者を対象に、デイサービスセンター等にお

いて、食事・排せつ・入浴等の介護や機能訓練を行いま

す。 

小規模多機能型居宅介護/ 

介護予防小規模多機能型居宅介護 

利用者の様態や希望に応じて、通い（デイサービス）・

訪問（ホームヘルプサービス）・泊まり（ショートステ

イ）を組み合わせ、食事・排せつ・入浴等の介護や機能

訓練を行います。 

認知症対応型共同生活介護/介護予防

認知症対応型共同生活介護 

（グループホーム） 

認知症の利用者を対象に、共同生活をしながら、食事・

排せつ・入浴等の介護や機能訓練を行います。 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

※要支援認定者は利用不可 

定員29人以下の有料老人ホーム等の入居者を対象に、

食事・排せつ・入浴等の介護や機能訓練、療養上の世話

を、施設が提供します。 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護 

※要支援認定者は利用不可 

定員29人以下の介護老人福祉施設（特別養護老人ホー

ム）の入所者を対象に、食事・排せつ・入浴等の介護や

機能訓練、療養上の世話を、施設が提供します。 

看護小規模多機能型居宅介護 

※要支援認定者は利用不可 

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて提

供します。 

地域密着型通所介護 

※要支援認定者は利用不可 

定員18人以下のデイサービスセンター等において、食

事・排せつ・入浴等の介護や機能訓練を行います。 

施
設
サ
ー
ビ
ス 

※
要
支
援
認
定
者
は
利
用
不
可 

介護老人福祉施設 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の入所者を対

象に、食事・排せつ・入浴等の介護や機能訓練を行いま

す。 

介護老人保健施設 
介護老人保健施設の入所者を対象に、食事・排せつ・入

浴等の介護や機能訓練、療養上の世話を行います。 

介護医療院 

介護医療院の入所者を対象に、療養上の管理、看護、医

学的管理の下における介護及び機能訓練その他の医療

及び日常生活上の世話を行います。 

介護療養型医療施設 

※令和５年度末に廃止され、介護医

療院に転換 

介護療養型医療施設の入所者を対象に、食事・排せつ・

入浴等の介護や機能訓練、療養上の世話を行います。 

居
宅
介
護

支
援 

居宅介護支援/介護予防支援 

居宅で介護サービス（介護予防サービス）を利用するため

に、サービス計画（ケアプラン）の作成、事業者との利用

調整等を行います。利用者の負担はありません。 
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※広域連合による推計 

（２）介護保険給付によるサービスの概要 

本村における介護給付及び予防給付によるサービスの利用見込みは次の通りで

す。 

令和５年度の利用実績がないサービス及び令和６年度以降の利用が見込まれな

いサービスがあります。今後は介護を必要とする人が適切なサービスを受けられる

よう、事業の周知を図るとともに、高齢者のニーズを把握し、必要に応じて広域の

事業者で対応していくこととします。 

１）介護給付サービスの見込み 

① 居宅サービス 

サービス名 
単

位 

実績値 計画値 

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

訪問介護 
回 1,472 1,365 1,365 1,275 

人 156 144 144 132 

訪問入浴介護 
回 0 0 0 0 

人 0 0 0 0 

訪問看護 
回 204 218 194 218 

人 48 48 36 48 

訪問リハビリテーション 
回 244 244 244 96 

人 36 36 36 24 

居宅療養管理指導 人 96 96 96 72 

通所介護 
回 5,700 5,409 4,778 4,381 

人 384 384 336 312 

通所リハビリテーション 
回 56 84 84 84 

人 12 12 12 12 

短期入所生活介護 
回 4,924 4,776 4,169 3,787 

人 288 276 240 216 

短期入所療養介護 
回 0 0 0 0 

人 0 0 0 0 

福祉用具貸与 人 468 480 408 372 

特定福祉用具購入費 人 0 0 0 0 

住宅改修費 人 12 12 12 12 

特定施設入居者生活介護 人 0 0 0 0 

 

（年間延べ利用） 
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※広域連合による推計 

※広域連合による推計 

※広域連合による推計 

② 地域密着型サービス 

サービス名 
単

位 

実績値 計画値 

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

夜間対応型訪問介護 人 0 0 0 0 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 
人 0 0 12 12 

認知症対応型通所介護 
回 0 0 0 0 

人 0 0 0 0 

小規模多機能型居宅介護 人 0 0 12 12 

認知症対応型共同生活介護 人 12 12 12 12 

地域密着型特定施設入居

者生活介護 
人 0 0 0 0 

地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護 
人 0 0 0 0 

看護小規模多機能型居宅

介護 
人 0 0 12 12 

地域密着型通所介護 
回 1,188 1,142 1,102 1,142 

人 96 96 84 96 

 

③ 施設サービス 

サービス名 
単

位 

実績値 計画値 

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

介護老人福祉施設 人 588 624 672 708 

介護老人保健施設 人 132 132 132 132 

介護医療院 人 24 24 24 24 

介護療養型医療施設 人     

 

④ 居宅介護支援 

サービス名 
単

位 

実績値 計画値 

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

居宅介護支援 人 756 720 624 600 

 

  

（年間延べ利用） 

（年間延べ利用） 

（年間延べ利用） 
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※広域連合による推計 

※広域連合による推計 

２）予防給付サービスの見込み 

① 居宅サービス 

サービス名 
単

位 

実績値 計画値 

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

介護予防訪問入浴介護 
回 0 0 0 0 

人 0 0 0 0 

介護予防訪問看護 
回 0 0 0 0 

人 0 0 0 0 

介護予防訪問 

リハビリテーション 

回 188 188 188 188 

人 24 24 24 24 

介護予防居宅療養管理指導 人 12 12 12 12 

介護予防通所 

リハビリテーション 

回 20 24 24 24 

人 24 24 24 24 

介護予防短期入所生活 

介護 

日 8 0 0 0 

人 0 0 0 0 

介護予防短期入所療養 

介護 

日 0 0 0 0 

人 0 0 0 0 

介護予防福祉用具貸与 人 168 156 144 144 

介護予防特定福祉用具 

購入費 
人 12 12 12 12 

介護予防住宅改修費 人 0 0 0 0 

介護予防特定施設入居者

生活介護 
人 0 0 0 0 

 

② 地域密着型サービス 

サービス名 
単

位 

実績値 計画値 

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

介護予防認知症対応型 

通所介護 

回 0 0 0 0 

人 0 0 0 0 

介護予防小規模多機能型

居宅介護 
人 0 0 0 0 

介護予防認知症対応型 

共同生活介護 
人 0 0 0 0 

 

③ 介護予防支援 

サービス名 
単

位 

実績値 計画値 

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 

介護予防支援 人 204 192 180 180 

※広域連合による推計 

（年間延べ利用） 

（年間延べ利用） 

（年間延べ利用） 
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第６章 計画の推進方策 
 

１ 計画の推進体制 

（１）庁内関係課及び関係機関等との連携・協働による推進 

地域における高齢者の多様な福祉ニーズに対応し、支援していくため、庁内各課

はもとより、社会福祉協議会、介護サービス事業者、広域連合等の関係機関、民生

委員・児童委員、老人クラブ等の地域で活動する様々な関係団体等と住民との連携・

協働を強化し、地域包括ケアシステムの構築及び推進を図ります。 

（２）高齢者支援施策等の普及啓発 

本村における様々な高齢者支援施策等の取り組みについては、本計画を活用し、

村のホームページ上での公表や計画の冊子及び概要版の配布、各種出前講座や講演

会等を通じた普及啓発に努めます。 

また、介護保険制度は内容等が難しく、法改正等も頻繁に行われます。高齢者と

その家族が正しく理解し、適切な利用につながるよう、広域連合が作成する介護保

険パンフレットの活用や地域包括支援センター職員による制度の説明など、介護保

険制度全般に関する周知に取り組みます。 

 

２ 計画の進行管理 

（１）進捗状況の管理 

本計画に基づき、高齢者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について、定期

的にその施策の実施状況を把握し、検証を行います。 

（２）計画の評価・見直し 

計画の終了年度に次年度以降の計画の策定を行います。ただし、本計画の進捗状

況や今後の法律改正、社会情勢の変化等によって、計画の変更の必要性が生じた場

合には、必要に応じて柔軟に見直しを行うものとします。 
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用語解説 
 

（用語は五十音順） 

あ行                                           

用  語         解      説 

ＩＡＤＬ 手段的日常生活動作のことで、調理、掃除、買い物、電話、金銭の

管理、服薬、外出などの社会生活をしていく上で不可欠な動作。 

ＮＰＯ Non Profit Organizationの略。様々な社会貢献活動を行い、団体

の構成員に対し、収益の分配を目的としない民間非営利組織。 

か行                                           

用  語         解      説 

介護支援専門員 

（ケアマネジャー） 

要介護者などの身体的状況などに応じて、ケアプランを作成すると

ともに、介護サービス事業者などの調整や、プラン作成後のサービ

ス利用状況などの管理を行う人。 

介護予防 介護が必要な状態にならないよう、あるいは要介護状態が重たくな

らないように、運動や食事、コミュニケーションや社会参加などを

通じて、心身の健康の維持促進に努めること。 

介護予防ケアマネジメン

ト 

要支援者及び総合事業対象者が、地域において自立した日常生活を

送れるように、適切な助言・援助を行うこと。 

機能訓練 医療終了後も機能訓練が必要な40歳以上の住民や、心身機能が低

下して日常生活に支障があり、必要な訓練を受けていない人等を対

象にした機能訓練。 

協議体 多様な主体間の情報共有及び連携・協働によるサービスや資源開発

等を推進することを目的として設置される。主に、生活支援コーディ

ネーターの組織的な補完や地域ニーズの把握、企画・立案・方針策定

を行う場、地域づくりにおける意識の統一を図る場としての役割を

担う。 

ケアプラン 

（介護サービス計画） 

居宅で介護を受ける高齢者等の心身の状況・希望等を踏まえて、介

護支援専門員（ケアマネジャー）などが作成する保健・医療・福祉

サービスの利用計画のこと。居宅サービス計画とも言われる。 

ケアマネジメント 要介護等認定者に対し、個々のニーズや状態に応じて保健・医療・

福祉にわたる介護サービスが総合的、一体的、効率的に提供される

サービス体系を確立するための機能のこと。 
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用  語         解      説 

軽費老人ホーム 

（ケアハウス） 

老人福祉法第５条の三に基づく老人福祉施設。原則として60歳以

上（夫婦で入所する場合はどちらかが60歳以上）で、家庭環境や

住宅事情により、自宅での生活が困難な高齢者が低額で入所する施

設。施設には A 型と B 型、ケアハウスがあり、A 型は給食サービ

スがついており、B型は原則として自炊型、ケアハウスは利用者の

虚弱化に対して外部のサービスを利用する。 

健康寿命 平均寿命のうち、心身ともに自立し、健康的に生活できる生存期間

のこと。ＷＨＯ（世界保健機関）が提唱した指標で、平均寿命から、

衰弱、病気、認知などによる介護期間を差し引いた寿命のこと。 

権利擁護 自ら判断できないなど困難な状況にある高齢者に対して自らの権

利を行使できるよう支援していくこと。 

高齢者 国連の世界保健機関（WHO）では 65 歳以上の人のことを高齢者

と定義している。高齢者の医療の確保に関する法律では、65 歳以

上を高齢者とした上で、65～74歳までを前期高齢者、75歳以上

を後期高齢者と分けて定義している。 

さ行                                            

用  語         解      説 

在宅医療 身体機能が低下し、通院が困難な在宅で暮らす高齢者等に対して、

医師や看護師等が自宅を訪問し、医療を提供すること。 

サロン 同じ地域で暮らす住民同士が定期的に集い、交流することで、地域

の「憩いの場」となることを目指す場所。 

社会福祉士 

（ソーシャルワーカー） 

身体上もしくは精神上の障がいがある人や、環境上の理由により日

常生活を営むのに支障がある人の福祉に関する相談に応じ、助言、

指導その他の援助を行うなど、社会福祉業務に携わる人。 

若年性認知症 40 歳から 64 歳に発症した初老期認知症に、18 歳から 39 歳ま

でに発症した若年期認知症を加えた認知症の総称のこと。 

生活支援コーディネー

ター 

高齢者の生活支援等サービスの体制整備を推進していくことを目

的とし、地域において、生活支援等サービスの提供体制の構築に向

けたコーディネート機能を果たす者を指す。 

生活習慣病 食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・

進行に関する疾患の総称であり、インスリン非依存症糖尿病（成人

型糖尿病）、肥満、高脂血症、高尿酸血症、循環器疾患、高血圧症な

どが含まれる。 

成年後見制度 認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない

人について、日常生活自立支援事業では対応しきれない財産管理や

身上保護に関する契約などの法律行為を援助する仕組み。 
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た行                                           

用  語         解      説 

団塊ジュニア世代 昭和 46（1971）～昭和 49（1974）年頃の第 2 次ベビーブー

ム時代に生まれた世代。団塊の世代に次いで世代人口が多い。 

団塊の世代 昭和22・（1947）～・昭和 24・（1949）年頃の第1次ベビーブー

ム時代に生まれた世代。出生数は約 810 万人と推定され、前後の

世代に比べて２～３割程度人口が多い。 

地域共生社会 制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」といった画一的

な関係を超え、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参

画し、世代や分野を超えて「丸ごと」つながり、地域をともに創っ

ていく社会のこと。 

地域包括ケアシステム 地域住民に対し、介護、介護予防、医療、生活支援サービス及び住

まいを、関係者が連携して、地域住民のニーズに応じて、一体的、

体系的に提供する仕組みのこと。 

地域包括支援センター 地域における高齢者の生活を支援する中核機関として平成18年度

に創設された機関。地域支援事業の包括的支援事業として、介護予

防ケアマネジメント業務、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括

的・継続的ケアマネジメント支援業務を行う。 

閉じこもり 「閉じこもり」とは、一日のほとんどを家の中あるいは家の周囲で

過ごすような生活の行動範囲が非常に狭くなっている状態。 

な行                                           

用  語         解      説 

認知症 脳の病気や障がいなど様々な原因により、認知機能が低下し、日常

生活や社会生活に支障をきたすようになった状態のこと。 

認知症サポーター 認知症について、正しい知識を持ち、認知症の人への声かけや見守

りを通して、住みよいまちづくりに取り組むボランティア。 

認知症初期集中支援チ

ーム 

認知症に関する専門知識をもった医療・介護の専門職が、認知症が

疑われる人や、認知症の人及びその家族を訪問し、認知症の有無の

確認、適切な医療サービスや介護サービスの情報提供、困りごとの

解決策を一緒に考えるなど、一定期間（おおむね6ヶ月以内）集中

的に支援するチームのこと。 

認知症地域支援推進員 認知症高齢者が住み慣れた地域で生活を継続するため、認知症高齢

者と医療機関や介護サービス及び地域をつなぐためのコーディネ

ート機能を持つ人のこと。 
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は行                                            

用  語 解      説 

８０５０
はちまるごーまる

問題 子が高齢の親の年金に生活を依存したり、親が要介護状態になるこ

とで子どもが離職するなど、80 歳代の親と 50 歳代の子どもの組

み合わせによる生活問題のこと。 

バリアフリー 公共の建築物や道路、個人の住宅において障がい者や高齢者等が安

心して利用できるように配慮した生活空間のあり方のこと。車椅子

でも通ることができるように道路や廊下の幅を広げたり、段差を解

消したり、手すりを設置したりすることなどが該当する。また、物

理的な障壁だけでなく、社会参加への障壁の排除など精神的な意味

でも用いられる。 

避難行動要支援者 高齢者、障がい者、妊産婦等の要配慮者のうち、災害が発生し、又

は災害が発生するおそれがある場合に、自ら避難することが困難な

人で、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために、特に支援を要

する人のこと。 

福祉避難所 災害時に支援が必要な人（高齢者や障がい者等）のために特別な配

慮がなされた避難所。施設がバリアフリー化されているなど、災害

時要援護者の利用に適しており、生活相談員等の確保が比較的容易

な社会福祉施設などの既存施設を活用する。 

フレイル（虚弱） 加齢とともに心身の活力（運動機能や認知機能等）が低下した状態

のこと。 

ま行                                            

用  語 解      説 

民生委員・児童委員 民生委員法に基づき、市区町村の区域に置かれる民間奉仕者。行政

機関と連携しながら、身近な地域で、様々な相談や援助活動を行っ

ており、児童福祉法の児童委員を兼ねている。 

看取り 近い将来、死が避けられないとされた人に対し、身体的苦痛や精神

的苦痛を緩和・軽減するとともに、人生の最期まで尊厳ある生活を

支援すること。 

 

  



資料編 

用語解説 

106 

や行                                            

用  語 解      説 

有料老人ホーム 住むための居住機能と日常生活に必要な利便を提供するサービス

機能の２つの機能が一体として提供される高齢者向けの住居。入居

については、経営者側と入居希望者との自由な契約により、各種サ

ービスを受ける費用は、全額入所者の負担となる。 

ユニバーサルデザイン すべての人に普遍的な価値を持つデザインを意味する言葉で、幼児

から高齢者まで障がいの有無等に関わらず、誰もが使いやすい製品

や生活しやすい建築・都市環境、社会のしくみをめざそうという考

え方。 

要介護認定者 介護認定において、要介護状態にあると認定された人。要介護状態

とは身体上または精神上の障がいがあるために、日常生活における

基本的な動作について、常時介護を要すると見込まれる状態。要介

護には、要介護１から５まで５つの区分が設けられている。 

要支援認定者 介護認定において、要支援状態にあると認定された人。要支援状態

とは、身体上もしくは精神上の障がいがあるために、日常生活にお

ける基本的な動作について常時介護を要する状態の軽減もしくは

悪化の防止に支援を要する、または日常生活を営むのに支障がある

と見込まれる状態。要支援には、要支援1と２の２つの区分が設け

られている。 

ら行                                            

用  語 解      説 

ライフライン 日常生活を営むために必要不可欠な電気、ガス、水道、通信設備、

輸送などを指す。 

老人クラブ 会員相互の親睦を深めるとともに、社会奉仕等の社会参加により、

生きがいを高めようとする高齢者による自主的な組織。ゲートボー

ル、グラウンドゴルフ、歌、踊り、社会奉仕、地域交流等の活動が

行われている。加入対象の年齢は多くが60歳以上となっている。 

老老介護 高齢者の介護を高齢者が行うこと。主に65歳以上の高齢の夫婦や

親子、兄弟などのどちらかが介護者であり、もう一方が介護される

側となるケースを指す。 
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